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会 議 録 

会議の名称 令和３年度第１回つくば市文化芸術審議会 

開催日時 令和３年（2021 年）９月 29 日 開会 10：00 閉会 12：00 

開催場所 つくば市役所 ５階 庁議室 

事務局（担当課） 市民部文化芸術課 

 

出 

席 

者 

 

委員 

（計10名） 

小久保貴史、神谷大蔵、野中勝利、田中佐代子、小澤慶介、 

田中秀夫、宇津野茂樹、根津陽子、矢島祐介、山中周子 

その他 

（計１名） 
牟田都市計画部公有地利活用推進課係長 

事務局 

（計７名） 

横田市民部長、稲葉市民部次長、日下文化芸術課長、 

矢口同課長補佐兼係長、加藤同主任、田山同主任、 

吉野同主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０人 

非公開の場合はその理由  

議題 諮問第１号 文化芸術創造拠点の形成について 

会議録署名人  確定年月日  年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員紹介及び人事発令通知書の交付 

４ つくば市文化芸術審議会について 

５ 会長・副会長の選出 

６ 議事 

７ その他 

８ 閉会 
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 ＜審議内容＞ 

 

１ 開会 

＜日下文化芸術課長より開会を宣言＞ 

 

２ あいさつ 

＜五十嵐市長よりあいさつ＞ 

 

３ 委員紹介及び人事発令通知書の交付 

＜日下文化芸術課長より委員 11 名の紹介（欠席１名）＞ 

＜五十嵐市長より人事発令通知書の交付（代表：小久保委員）＞ 

 

４ つくば市文化芸術審議会について 

＜矢口文化芸術課長補佐より以下のとおり、審議会について説明＞ 

(1) 設置 

(2) 根拠法令 

(3) 委員 

(4) 会長・副会長の選出 

(5) 審議内容 

(6) 審議会の開催 

 

５ 会長・副会長の選出 

＜会長に野中勝利委員、副会長に宇津野茂樹委員を選出＞ 

＜会長、副会長よりあいさつ＞ 

（あいさつ後、市長退室） 
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６ 議事 

諮問第１号「文化芸術創造拠点」の形成について 

事務局 ： それでは、議事に入りたいと思います。議長については、

条例第 13 条第２項に基づき、会長が議長となりますので、

よろしくお願いいたします。 

野中会長 ： それでは、次第に従いまして進行させていただきます。 

まず、議事に入る前に本日傍聴の希望者はいらっしゃい

ますでしょうか。本日傍聴の希望者はいないということで

すが、今後もし希望者がいた場合は、基本的にこの会議は

情報公開という観点から、傍聴者の方におかれましては後

方の座席にお座りいただくということになりますので、皆

様の御理解をいただきたいと思います。 

次第に従いまして進めて参ります。本日の委員出席数で

すけれども委員 11 名のところ 10 名の出席ということで過

半数を満たしておりますので、条例第 13 条第３項の規定に

よりまして本日の会議が成立していることを御報告いたし

ます。 

それでは本日の審議案件、諮問第１号「文化芸術創造拠

点」の形成について、事務局から説明を受けてから、委員

の皆様に議論いただきたいと思います。では事務局の方か

ら御説明をお願いいたします。 

事務局 ： ＜諮問書、諮問理由を用いて、諮問について説明＞ 

＜資料№４、５、６、７、机上配布の資料を用いて、「文

化芸術創造拠点」について、これまでの経緯、事務局が

考えているビジョン・コンセプト、候補地、今後のスケ

ジュールについて説明＞ 
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野中会長 ： こういった前提となるような情報を基にしまして、それ

ぞれ委員の方々から、忌憚のない御意見、或いは期待とか

要望を含めて、承ればと思っております。例えば、ビジョ

ンやコンセプトとか、それ自体は違和感のあるものではな

いと思いますが、拠点を作るとすれば、具体的にはどのよ

うなイメージが望ましいのかというような観点でも構いま

せん。御意見ありましたらお願いしたいと思います。 

山中委員 ： 御説明いただいたスケジュールの部分で、令和５年に改

修設計とありますが、事務局の希望している旧田水山小に

ついてはどの程度の改修を想定していますか。外観を大幅

に変えるような改修、耐震だとかそういう構造的な改修も

含めた話なのか、または外観を少しアップグレードするよ

うなお話なのか、事務局の意見を伺いたいと思います。 

事務局 ： 旧田水山小は平成 7 年に建築された建物で、今回の候補

地として挙げている廃校の中では比較的新しく、またデザ

イン性もかなり優れたものだと認識しております。こちら

の改修については、例えば壁面がタイル張りになっている

ため、そちらの剥離している部分については修繕が必要で

すが、何か大幅に手を加えるというのは、現在想定はして

おりません。 

どの候補地をどういう使い方をするかということについ

て審議会の中で検討していただいた上で、外装・内装とも

に具体的にどうしたら使いやすいかというのを御議論いた

だいて、改修計画というのを具体的に練り上げていきたい

と考えています。 

小澤委員 ： アートで拠点を作っていくということですが、アートで
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そういうことをやる場合、いろいろな可能性があると思い

ます。例えば、作品を展示する場所やワークショップで創

作する場所など、いろいろ考えられますが、事務局や審議

会委員で共通で認識している形は何かあるでしょうか。そ

れとも、どういう場所になるのかをこれから決めるという

ことでよろしいでしょうか。 

事務局 ： どういう場所にしていくのかということについても、皆

様からの御意見や御提案を伺いながら、事務局案を作成し

ます。そちらをこの審議会に提出させていただき、皆様か

ら御意見等いただきたいと考えています。 

田中秀夫委員 ： 資料では旧田水山小学校にほぼ決まっているような記載

になっていますが、そういった認識でよろしいですか。こ

れは前回の審議会で決まったことなのか、あるいは決まっ

ていないことなのか、私たちがこれからどこを選ぶかとい

う流れのはずですが、すでに旧田水山小学校に決まってい

るような説明なので、どういう状況なのか教えていただき

たいです。 

事務局 ： 旧田水山小学校が事務局の希望ですが、前回の令和元年

度審議会で決まったものではありません。前審議会でも候

補地については、一度検討されましたが、具体的な決定は

していません。 

今日の会議の終わりに、第２回審議会について御案内し

ますが、次回は、こちらに挙げた候補地の現地見学会を予

定しています。皆様に現地を御見学いただき、改めて候補

地としてどこが適当かというのを審議会として議論いただ

きたいと考えております。 



 

6 
 

資料には事務局の希望として、旧田水山小学校と書いて

おりますが、具体的にこちらで決定したということではご

ざいません。 

神谷委員 ： 今、事務局から御説明をいただきましたが、この旧田水

山小学校を軸に話を進めるにあたり、地元区長との協議な

どを実施した交流記録がありますが、これは他の三つの小

学校ではやられていないですか。 

事務局 ： 事務局としては、旧田水山小学校を最初から候補地とし

て考えておりましたので、田水山地区以外の区長様とは今

現状としてはヒアリングなどを行っておりません。 

神谷委員 ： このヒアリングの結果、どういったものが見えてきたと

か、問題点、課題、また地域の田水山小学校への期待など、

事務局で何か感じているものがあれば、教えていただきた

いです。 

事務局 ： 地元の区長の方々とお話した中では、地域の交流するス

ペースが欲しいという意見が目立っていました。今まで学

校があってそこに人が集まっていたけれど、学校がなくな

ったことで自然と保護者の方や地元の方が集まる機会もな

くなり、そういった地元の方が集まるスペースが欲しいと

いう意見を強く持たれたようです。そういったことから、

地元の方が交流するスペースとしても使えるような形で文

化芸術創造拠点を整備していきたいと考えています。 

神谷委員 ： 非常にその地域の声は大事だと思います。 

ちなみに、旧田水山小学校の名前ですが、田水山という

地名はどこにもなく、田中地区、水守地区、山木地区の頭

文字で田水山ということになっています。委員の皆様にも
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御承知おきいただければと思います。 

野中会長 ： 事務局としては旧田水山小学校が第一候補ということで

すが、耐震基準からいくと旧田水山小学校だけが新耐震基

準に合致していて、他の３校はちょっと築年数が古いとい

うことがあります。新耐震基準だと震度６強から７程度の

揺れでも倒壊しないということが確認できますが、それ以

外の３校の校舎については、旧耐震基準ということで、震

度５弱の地震だと倒壊または崩壊する危険性があるという

ことです。そのため、もし、旧北条小、旧筑波小、旧田井

小を利活用しようとすると、耐震関係のこともかなり整備

の中に含めなければいけないと思います。 

あと、委員の皆様においては、事務局からの案を待って

いるということではなくて、皆様の御意見があり、それを

基にして事務局の案を作っていくという流れになりますの

で、こういうことをしたいとか、あるいはこういうことに

なるといいな、こういう使われ方をするといいなというこ

とを御意見等いただきたいと思います。 

また、私からの質問ですが、予算の関係もあるかもしれ

ませんが、学校の校舎全部を使うかどうかもこれからです

か。 

事務局 ： 改修の計画の内容などにも左右されると思いますが、基

本的には今回候補地として選んだ廃校を整備して、その学

校全体を文化芸術創造拠点として活用していきたいと考え

ています。 

野中会長 ： わかりました。調整などもあるので、全体を使うほうがよ

いと思います。 
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根津委員  体育館について、旧田水山小学校と旧田井小学校は学校

開放の対象になっていて、今現在も使っていると思います

が、今後この拠点となったときに、学校開放で体育館を使

っている団体に対してどうしていくのか、お考えを伺いた

いです。 

事務局 ： 文化芸術創造拠点として、体育館をどういう風に使うか

も含めて今後検討していく形になると思いますので、必要

に応じて、そういった地元の団体の方とも協議しながら検

討していきます。 

矢島委員 ： この施設について、対象の想定はありますか。ものづく

りをする人たちだけが使うのか、それとも一般の市民の人

も利用するのか。施設ができることで、どういった効果が

生まれるのかということまで想定されているのか。そのあ

たりがわからないと現地を見に行った時にどこがいいのか

という選択はできないので、前審議会までではどういった

ことになっていたのか、事務局の方からお話しいただきた

いです。 

事務局 ： 使う人については、いろいろ考えられますが、まず、コ

ミュニティスペースとして、地元の方に使っていただきた

いというのが一つです。そして、文化芸術創造拠点という

形で整備していくからには、例えばアーティストの方々の

創作スペースや、創作したものを展示できる場所は整備し

ていきたいと考えております。こちらについては、本日提

案させていただいたコンセプトでは、まだ具体的な内容に

なっていない部分ですが、こちらを具体化していく形で今

後、整備計画を練り上げていきたいと考えています。 
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野中会長 ： 委員の皆様には、逆に例えばこういう利用のされ方がい

いなど、こういう利用者のイメージについて御意見あれば

伺いたいです。 

矢島委員 ： アーティストインレジデンスのようにアーティストたち

が集まってくるのもすごくいいと思いますが、そうすると

どうしても市民が日常的に使うというよりは、閉じられた

感じになりがちな気もするので、それ以外にも活用する方

法があったらいいなと思います。 

つくばというまちで見ると、「科学のまち」と言うこと

が多いですが、どうしても“自然科学”の「科学のまち」

というイメージが強く、“人文科学”がもっと補強されな

いと文化芸術はにぎやかにならないのではないかと思いま

す。そのため、そういう人文科学に関わるような何かが施

設に活きるといいと思います。 

小澤委員 ： 僕も矢島さんと似たような意見で、地元の方にはもちろ

ん使って欲しいですけれども、地元の方だけで閉塞してい

ると、このコンセプトの「出会う」とか「繋がる」という

ことが果たせなくなってしまうので、地元の方と、例えば

地元のアーティスト或いは海外からやってくるアーティス

トが、何らかの形で、知識とか技術を分かち合ってそこか

ら何か新しいことが生まれていくっていうようなことがあ

ってもいいのかなと思います。 

あと、基本的にはアートで拠点づくりをすると思います

が、今、全国各地で展開している街の文化拠点を見ている

と、それもアートだけで閉塞してなくて、アートと農業と

か、アートと特産物づくりとか、いろんな関係に開いてい
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くというところに、そのまちの魅力を生み出す可能性があ

ると思っています。例えば農業とアートの技術を合わせて

何か新しいことを生み出していくという可能性も追求して

いいのではないか。農業には、こだわりませんけれども、

いろいろなものがあって、つながって生まれていくといい

なと私は思っております。 

山中委員 ： 今、農業とアートというお話がありましたが、私はそう

いったテーマのような、ある程度集約したアートの形を見

せられた方がいいのではないかと思っています。 

私はコロナ禍の中で、子どもたちの遊ぶ場所が本当にな

くなっていると感じていて、遊びに行ったり、友達と会っ

たりができない分、親はコロナ禍でも子どもを大きいショ

ッピングセンターの中にあるゲームセンターに連れて行っ

ているのをよく見ました。センター地区だと公園もたくさ

んありますが、周辺市街地には少ないので、周辺市街地に

も、遊び場のひとつとして、子どもが体験などをとおして

アートや文化に触れるところができて、ワークショップな

どで、ゲームだけではない遊びをアーティストや地元の方

々、おじいちゃんだとかおばあちゃんとかが関わりながら

楽しめるような施設になると、より厚みが出てくるのかな

と思っております。 

子どもを芸術の中で育てるように、農業とアートであれ

ば、大人がそうやっていろんな表現をしていく中で子ども

はそれを側面から見るような場があると、お母さんお父さ

ん、おじいちゃんおばあちゃん、地域の方々も来てくれる

ようになるのではないかと思います。 
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野中会長 ： 例えば住民の方々も巻き込んだような活動などの広がり

も、想定されるような気がしております。またアーティス

トの中にはコツコツと制作する人もいれば、かなり大掛か

りなもので、自分 1 人では到底できないような、そういう

地域の方々とワークショップ的に一緒に作り上げていくよ

うなアーティストもいます。そういうような形での参加と

いうのもあるのかもしれないです。 

根津委員 ： 子どもというキーワードが出てきたので、私はつくば子

ども劇場に関わっているものですから、子どもを軸にした

体験の場所というのはたくさんの方が関わる余地が非常に

出てくると思いますし、有意義だと思っております。私た

ち子ども劇場というのは、自分たちが演劇をするとかそう

いうことではなくて、プロの方をお呼びして、みんなで子

どもたちに、いいものを見せていこうという活動をしてお

りまして、例えば、今後拠点に、プロの方をお呼びして、

舞台芸術を見てもらう、ワークショップをしてもらうとい

うのもいいと思います。 

もう一つ、子ども劇場では、自分たちが遊びを作ってい

くということを大切にしております。そういう意味で学校

というのは子どもにとっては廃校であっても、慣れた使い

やすい場所だと思いますし、そういうところでいろいろ体

験ができる場所になったらいいなと思っています。物を作

られる方のアーティストの方とは私たちはあまり接点がな

いのですが、絵を描く、物を作っていく方とか、例えばア

ーティストインレジデンスで実際にアーティストが制作を

しているところ、教室で作っているところを廊下から子ど
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もたちが日常的に見られるみたいな、そういう体験の仕方

もあったらいいなと思います。 

野中会長 ： アーティストインレジデンスですと、要するに居住滞在

型ということで、そこである一定期間住むことになります。

そうすると、そこで寝食をすることになり、食べるものっ

ていうと地元でとれたものと考えられます。そこで、農業、

農産物含めて農家の方々との接点もあるかもしれないし、

制作での子どもたちとの接点もあるかもしれないし、かな

り幅広くいろいろととらえることができます。そのような

イメージは私も持っているところではあります。 

学校の大きさについて、どのくらいかイメージがまだわ

かないですけれど、その環境を整えるにはどのくらいのス

ペースが必要になるのか、そういうことがどの程度可能な

のかも、具体的にもう少し先の話ですが検討をしながら、

また御意見いただければと思っております。 

あと、今のその劇場の話ですと、例えば一般的な体育館

で見るというイメージがありますが、必ずしもそれだけで

はなくて、小さいところですと教室もあるかもしれないし、

あるいは校庭を使って、できることもあるかなと思いまし

た。 

田中佐代子委員 ： 旧田水山小学校は比較的新しいということで候補地の中

でも一番魅力的で候補になっているのかと思います。しか

し、周辺環境はすごく大事かなと思っていて、北条であれ

ば、お店とかもありますが、他の候補地も、そういった食

べるところや、買い物できるスーパーとかありますか。そ

ういった周辺環境も大事だと思います。 
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事務局 ： 確かに旧北条小学校は商店街の近くにあり、スーパーも

比較的近くにあるため、環境は一番整っていると思います。

他の候補地として挙げさせていただいた３校の生活にかか

る周辺環境としては、正直、あまり恵まれている場所では

ないという回答になってしまうと思います。 

山中委員 ： 中之条のレジデンスのことを最近知って、アーティスト

インレジデンスというか中之条ビエンナーレという芸術祭

が 2 年に 1 回、開催されています。中之条町は群馬の本当

に山奥で、そこには温泉地があるのですが、ただ過疎が非

常に進んでいました。それにより空き家問題もすごく多か

ったことから、アーティストに制作のためのレジデンスと

して、空き家を月 1 万円とかの定額で住まわせたそうです。

そのことから、飲食店だとかそういう商業施設が必ずしも

そろっているところが、地方のいいところではないと感じ

ていて、その地場のものを食べたり、その農業に関わった

りというのも魅力になると思います。筑波山の方も空き家

が結構あるという噂を聞いたので、アーティストって旅が

らすのようなところもありますから、レジデンスのように、

そこに住みながら、その土地に感化されて制作をしていく

のもよいと思います。制作のときだけでも滞在ができて、

アーティストインレジデンスとして、例えばその拠点でワ

ークショップや制作発表するなどの形で、住まいから地域

を活用していってもいいのではないかと思いました。 

野中会長 ： おそらくアーティストにとってみると、見なれた風景が

周りにあるよりは、非日常というか、今までの生活と違う

ところで、そこに滞在することで得られる刺激というのも
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求められているかもしれません。それはそれぞれアーティ

ストの指向性にもよるのかもしれないですが。 

矢島委員 ： 旧田水山小学校はやっぱり少し不便な場所ではあるた

め、日常的に人が必ず来るっていうのは結構厳しいなと思

います。それであれば、動画の配信とか、そういう形で、

こっちに来てもらわなくても情報は出すことができるよう

な形も整えたらいいと思います。アーティストや評論家、

大学の先生のお話も聞いてみたいと思う人は多いと思いま

す。アーティストも話したいことがあるだろうし、筑波大

の先生とかも巻き込んで配信などでお話していただくとい

うのも面白いと思うので、配信できるような施設というか、

部屋、スタジオがほしいです。 

宇津野副会長 ： 場所的には、旧田水山小学校だけでなく、候補地に挙が

っている旧北条小学校、旧筑波小学校、旧田井小学校もす

べて北の筑波山を借景にあるということで、芸術の拠点に

するにはすごくいい場所であると思います。特に旧田水山

小学校は先ほども会長からありましたように耐震が効いて

いますので、他をもし使うとしたらその費用も計上しなく

ちゃならないというところは気にかかります。交通の便は

旧北条小学校と比べると劣るとはいっても、この辺は鉄道

とか地下鉄が通っているような環境ではないので、どうし

ても車で行くようになってしまうため、その辺はある程度

クリアできるのではと感じています。 

あと、文化芸術創造拠点ということで、どういう施設を

作っていくかについては、各地区にはすでに交流センター

や児童館もありますが、今回は文化芸術創造拠点というプ
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ラットホームの構築を目指すということで、ある程度、市

民劇団や芸術家、アーティストインレジデンスのようにア

ーティストに住んでいただいて、芸術を高めていただくと

いうのもあると思います。一方で、皆様に敷居を高くしな

いで利用していただける交流センターのように、地域に密

着した施設というのも、地元の要望としてやはり重要だと

思います。その辺、どのようにしていくのかという方針も

ここで話し合うということですが、市の考えをお伺いして

もいいですか。 

事務局 ： その点についても今後検討をさせていただきたいと思っ

ております。現時点で、どちらかに比重を置くというのは

決めていません。 

田中秀夫委員 ： この拠点形成については、「文化芸術推進基本計画」に

よると、基本方向と基本施策があります。つくばは理工系

の文化都市であると世界でも有名です。それに関して、計

画の基本施策として、科学と融合した文化芸術の振興とあ

りますので、そういうようなことも、できればこういう場

でやりたいと思います。 

それから、耐震性について取り上げているけれど、予算

の問題も含めて、耐震性は悪いけれども他の条件はいいと

いうようなことになったとき、どうするのか。この候補地

は耐震が悪いけど、その他の全部についてこちらの方がい

いから、耐震のためのお金使ったらどうですかとなっても、

その方が予算規模は大きくなると思います。そのため、市

としては、できるだけこの文化芸術創造拠点の形成につい

てお金をかけないで、有効に使おうと考えているというこ
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とで、よろしいですか。 

事務局 ： 確かにその耐震にかかる費用はコストの中でもかなり大

きな比重になってくる可能性が高いと考えておりまして、

その点で旧田水山小学校は新耐震基準をクリアしているた

め、現状こちらについて耐震補強の必要性はないと考えて

います。一方で、その他の候補地については、耐震改修工

事が必要となります。内装の改修については、どの候補地

になっても活用方針にあわせて必要となりますので、耐震

補強に関する費用もなるべく抑えられる方がいいというと

ころではございます。そちらも加味した上で皆様に議論し

ていただきたいと考えています。 

小久保議員 ： これまでの審議会の意見を先ほど見ました。旧田水山小

学校は３階建てで、眺望も非常にいい場所で筑波山が眺め

る高台の上にある学校というイメージですが、部屋も多く

あると思います。これまでの協議の中では、運営や管理に

関して、やはり専門性の高い方に運営をしていただくとい

うような議論があったようですが、それだけ多くの方が集

うような施設に対して、その調整などは非常に大変なので

はと想像しまして、管理について、市で直営をしていく考

えの有無をお聞かせください。 

事務局 ： おっしゃる通り、前回の審議会の時に例えば専門的な団

体に運営してもらう方がよいという意見ですとか、他の自

治体の先進地、廃校利活用して作った文化芸術のための施

設などを職員が見学に行った際も、そういう専門の団体が

運営している施設などもありました。しかし、つくば市と

して「文化芸術創造拠点」をどう運営、管理していくかと
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いう話になりますと、直営というのも選択肢のひとつとし

て可能性はあります。そちらについても今年度提案資料を

事務局の方で取りまとめの上、こちらの審議内容として諮

らせていただければと考えています。 

神谷委員 ： 今、小久保委員からありましたが、このアーティストた

ちをコーディネートする人がいないと当然成り立たないわ

けでありますし、イメージが湧いたのは、福岡にある大名

小学校という廃校跡地で、ここは国内でも最先端のスター

トアップの施設です。ほかにも、つくばエクスプレスの沿

線ですと、柏の葉キャンパスには三井不動産が運営してい

る“ＫＯＩＬ”というコワーキングスペースを含むレンタ

ルオフィスがあります。そこには共有で使える配信スペー

ス、スタジオや、３Ｄプリンターが使える工房などがあり

ます。そういったところにコーディネーターが誰かいて、

まとめて活動しやすいようなところにできると非常にいい

のかなと思います。 

また、先ほど山中委員からもあったいわゆる空き家のこ

とですが、やはりアーティストが長期にわたって学校に住

むというのは、基本的には少々難しいとは思います。その

ため、そうなった時にやはりそういう空き家を利活用しな

がら、先々では定住促進にも繋がるような考え方も、すご

くいいなと思って聞いていました。 

アートのスタートアップ的な拠点施設になると、すごく

いいのかなと個人的には思います。 

野中会長 ： 委員の皆様、ご審議ありがとうございました。 

この「文化芸術創造拠点の形成について」という諮問に
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ついて、今後また審議会の方で議論を進め、深めていきた

いと思っています。拠点の候補地につきましては、説明だ

けではイメージも湧きにくいかと思いますので、各候補地

の視察も行いたいと考えております。 

また、年度最後の方になりますが、最終的には市に対し

て審議会から答申を行いますので、委員の皆様にも御協力

いただきながら、よりよい内容をまとめたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

他に御意見がないようでしたら、私の方はここで議事を

終了させていただきますがよろしいでしょうか。それでは

進行を事務局の方にお返しいたします。 

事務局 ： はい。野中会長、議事進行ありがとうございました。 

   

７ その他 

＜矢口文化芸術課長補佐から次回の日程について相談＞ 

＜次回の審議会（見学会）は、令和３年（2021 年）11 月８日（月）に決定。 

４校とも見学にいくが、時間の都合上、旧筑波小・旧田井小は外周のみ。＞ 

 

８ 閉会 

＜日下文化芸術課長より閉会の宣言＞ 

 

 



令和３年度 第１回つくば市文化芸術審議会 次第 
 

 
日 時  令和３年（2021 年）９月 29 日（水） 

午前 10 時 00 分から 
場 所  つくば市役所５階庁議室 

                                         
 
１ 開会  
 
２ あいさつ  
 
３ 委員紹介及び人事発令通知書の交付 
 
４ つくば市文化芸術審議会について 
 
５ 会長・副会長の選出 
 
６ 議事 

審議事項 

諮問第１号 文化芸術創造拠点の形成について 

 

７ その他 

 
８ 閉会 
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 資料№１  

令和３年度つくば市文化芸術審議会委員名簿 
委嘱期間：令和３年(2021 年)９月 29 日～令和５年(2023 年)９月 28 日 

 

（敬称略） 

氏 名 選任区分 備 考 

小久保
こ く ぼ

 貴史
た か し

 市議会議員  

鈴木
す ず き

 富士雄
ふ じ お

 市議会議員  

神谷
か み や

 大蔵
だいぞう

 市議会議員  

野中
の な か

 勝利
かつとし

 学識経験者（筑波大学）  

田中
た な か

 佐代子
さ よ こ

 学識経験者（筑波大学）  

小澤
お ざ わ

 慶
けい

介
すけ

 学識経験者（もりや学びの里）  

田中
た な か

 秀夫
ひ で お

 学識経験者（つくば市文化協会）  

宇津野
う つ の

 茂樹
し げ き

 学識経験者（つくば文化振興財団）  

根津
ね つ

 陽子
よ う こ

 市民  

矢島
や じ ま

 祐
ゆう

介
すけ

 市民  

山中
やまなか

 周子
の り こ

 市民  
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１ 

 

つくば市文化芸術審議会について 

 

１ 設置 

「つくば市文化芸術審議会（以下、「審議会」）」は、文化芸術基本法（平成 13

年法律第148号）、及びつくば市文化芸術基本条例（平成16年条例第35号）の規

定に基づき設置された審議会である。 

 

２ 根拠法令 

文化芸術基本法（第37条） 

つくば市文化芸術基本条例（第８条―第14条） 

 

３ 委員（条例第10条、第11条） 

審議会は、次に掲げる者のうちから市長に任命された委員で組織する。 

(1) 市議会議員 

(2) 文化芸術に関し優れた識見を有する者 

(3) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者 

委員は13名以内とし、委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 

４ 会長・副会長の選出（条例第12条） 

委員の互選により会長、副会長を定める。会長は、審議会の会務を総理し、審

議会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務

を代理する。 
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５ 審議内容 

文化芸術基本法に、地方文化芸術推進計画その他の文化芸術推進に関する重要

事項を、市町村審議会等において調査審議すると規定されている。 

つくば市文化芸術基本条例第９条により、審議会は、市長の諮問に応じ、基本

計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項について調査審議し、市長に答申

すると規定されている。 

 

６ 審議会の開催（条例第13条） 

審議会の開催は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催

することができない。 

年間４回の開催を予定するが、審議事項の有無等により、開催回数が変更とな

る場合がある。 
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○つくば市文化芸術基本条例 

平成16年９月29日 

条例第35号 

 改正 平成17年３月23日条例第１号

 平成21年12月22日条例第38号

 平成30年７月４日条例第37号

 平成31年３月27日条例第10号

（題名改称）

 令和３年７月１日条例第36号

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 基本計画（第６条） 

第３章 文化芸術に関する施策の推進（第７条） 

第４章 つくば市文化芸術審議会（第８条―第14条） 

附則 

つくば市は、万葉集にうたわれている名峰筑波山を仰ぐ緑豊かな田園地帯の中に

あって、世界に誇る研究学園都市を有し、日本の伝統的生活文化を育みつつ、国際

的学術文化都市として成長を続けている。このような中、私たちは、多様な文化芸

術の恵沢を享受して暮らしてきた。 

文化芸術は、人間の精神活動の根幹であり、まちの成熟度をあらわすものであ

る。人々の豊かな創造力や感性、受容性を育むだけでなく、福祉、教育、観光、ま

ちづくり、国際交流、産業その他の関連分野と連携することで相乗効果を生み出す

ことができる。 

よって、ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念と方向性を明らかに
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し、文化芸術に関する施策のかつ計画的な推進を図り、心豊かで活力のある市民生

活の実現に寄与するため、この条例を制定する。 

（平31条例10・一部改正） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、文化芸術に関する施策の基本理念を定め、市の責務並びに文

化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」という。）を行う団体（以下「文化

芸術団体」という。）及び事業者の役割を明らかにするとともに、文化芸術に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術活動を行う者（文化芸

術団体を含む。以下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かで活力のある市民生活の

実現に寄与することを目的とする。 

（平31条例10・一部改正） 

（基本理念） 

第２条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主

性及び創造性が十分に尊重されなければならない。 

２ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動が活発に行われるよ

うな環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られなければならない。 

３ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が

図られなければならない。 

４ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、市民により主体的に文化芸術活動

が行われるよう配慮するとともに、つくば市の歴史、風土等を反映した特色ある

文化芸術の発展が図られなければならない。 

５ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他市民

の意見が広く反映されるよう十分配慮されなければならない。 

（平31条例10・一部改正） 
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（市の責務） 

第３条 市は、前条の基本理念にのっとり、つくば市の特性に応じた文化芸術に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、市民の自主的かつ主体的な文

化芸術活動を促進する責務を有する。 

（平31条例10・一部改正） 

（市民の関心及び理解） 

第４条 市は、将来にわたって市民が文化芸術を創造し、享受し、及び発展させる

ことができるよう、市民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めな

ければならない。 

（平31条例10・追加） 

（文化芸術団体等の役割） 

第５条 文化芸術団体及び事業者は、自主的かつ主体的に文化芸術活動の充実及び

人材の育成に努め、文化芸術活動を支援することを通じて、文化芸術を発展させ

る役割を担うものとする。 

（平31条例10・追加） 

第２章 基本計画 

（平31条例10・改称） 

第６条 市長は、文化芸術基本法（平成13年法律第148号）第７条の２の規定に基

づき、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術推

進基本計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 文化芸術の推進の基本的方向 

(2) 文化芸術の推進に関する基本施策 

(3) その他文化芸術の推進に関し必要な事項 

３ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、つくば市文化芸術審議会の意見を

聴くものとする。 
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４ 市長は、基本計画の策定に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保

するため、広く市民の意見を求め、これを十分考慮した上で策定を行う仕組みの

活用等を図るものとする。 

５ 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

６ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（平31条例10・旧第４条繰下・一部改正） 

第３章 文化芸術に関する施策の推進 

（平31条例10・改称） 

第７条 市は、基本計画に基づき、文化芸術の推進を図るため、必要な施策を講ず

るものとする。 

（平31条例10・旧第５条繰下・一部改正） 

第４章 つくば市文化芸術審議会 

（平31条例10・改称） 

（審議会の設置） 

第８条 文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議するため、つくば市文化芸術

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（平31条例10・旧第７条繰下・一部改正） 

（所掌事項） 

第９条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画その他の文化芸術の推進に関する

重要事項について調査審議し、市長に答申する。 

２ 審議会は、文化芸術の推進に関する事項について調査審議し、必要と認めると

きは、市長に意見を述べることができる。 

（平31条例10・旧第８条繰下・一部改正） 

（組織） 

第１０条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。 
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（平30条例37・一部改正、平31条例10・旧第９条繰下） 

（委員） 

第１１条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 市議会議員 

(2) 文化芸術に関し優れた識見を有する者 

(3) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（平30条例37・一部改正、平31条例10・旧第10条繰下、令3条例36・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第１２条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（平31条例10・旧第11条繰下） 

（会議） 

第１３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることがで

きない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（平31条例10・旧第12条繰下） 

（庶務） 

第１４条 審議会の庶務は、市民部において処理する。 
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（平17条例１・平21条例38・一部改正、平31条例10・旧第13条繰下） 

附 則 

この条例は、平成16年10月１日から施行する。 

附 則（平成17年条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年条例第38号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年条例第37号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年条例第36号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

２ つくば市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

62年つくば市条例第15号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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文化芸術創造拠点の形成について 

 

 文化芸術推進基本計画での位置付け【資料№５】 

基本計画では、基本理念「アートで編む」の実現を図るため、５つの基本的方向

とそれに基づいた 11 の基本施策を定めており、基本施策９ プラットフォームの

形成における主要施策として、「文化芸術創造拠点の形成」を掲げている（表１）。 

 

表１ 文化芸術推進基本計画での位置付け 

基本理念 基本的方向 基本施策 

ア
ー
ト
で
編
む 

① 文化芸術を創造するまち「つくば」 １ 文化芸術に接する機会の拡充 

２ すべての人にとって文化芸術が身近にある街づくり  

３ 文化芸術に資する人材の育成と活用 

② 多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」 ４ 地域に根付いた伝統の継承・発展 

５ 多文化共生による文化芸術の振興 

③ 新しい文化を創出するまち「つくば」 ６ 科学と融合した文化芸術の振興 

７ 文化芸術によるイノベーションの創出 

④ 自然が感性を培うまち「つくば」 ８ 自然との共生による文化芸術の振興 

⑤ 文化芸術を実践するまち「つくば」  ９ プラットフォームの形成 

10 文化施設の整備と活用 

11 文化芸術情報の収集と提供 

 

「プラットフォームの形成」 のための 主要施策 

 多様な文化芸術を相互に結ぶコーディネート機能の形成 

 文化芸術創造拠点の形成 

 つくば発の文化芸術アーカイヴの構築 

 市、教育委員会（学校含む）、つくば文化振興財団、市民、文化芸術団体、 

大学、研究機関、企業等とのネットワークの構築 

 文化芸術活動を行う個人、団体への新たな支援制度の構築 
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 検討経緯 

 令和元年度文化芸術審議会【資料№６】 

① 文化芸術創造拠点の形成（廃校利用）について 

② 「新たな支援制度の構築」について 

③ 「プラットフォームの構築」について 

 ほか、地元区長との面談や、候補地を利用しての試行事業の実施の際に地元住民

に参加いただくなど、要望のヒアリングや交流を行ってきた（表２）。 

 

表２ 地元区長との協議・交流記録 

実施日 内容 

令和元年７月23日 地元区長からの要望ヒアリング 

令和元年10月８日 地元区長からの要望ヒアリング 

令和元年11月21日 地元区長と先進地事例（もりや学びの里）視察 

令和２年11月21日 試行事業（紙芝居） 

令和３年３月30日 試行事業（春の写生会） 

 「文化芸術創造拠点」のビジョンとコンセプト 

「文化芸術創造拠点」を整備するため、施設のビジョンとコンセプトを決定す

る必要がある。これらの関係性は以下のとおりである（図１）。 

 

図１ ビジョンとコンセプトの相互関係 

 

 

 

 

 

 

ビジョン 

目指すこと（理想）・WHY 

コンセプト 

実現の仕方（方向性）・HOW 

プラン 

やること（施策）・WHAT 
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 「文化芸術創造拠点」のビジョン（理想） 

「文化芸術推進基本計画（以下、「基本計画」）」の理念において、「アートで

編む」（＝“市の多面的な魅力を構成する１本１本の糸を、文化芸術によって連

携させていくことで、新しい文化芸術を創造し、大きな「まち」という布を織

る”）ことを市として掲げており、同基本計画の施策のひとつである「文化芸術

創造拠点」のビジョンでもあるといえる。 

 

 「文化芸術創造拠点」のコンセプト（方向性） 

ビジョン「アートで編む」をうけて、市では、文化芸術創造拠点のコンセプト

を「出会う」、「つながる」、「創造する」をキーワードとして考えている。 

① 「出会う」 

分野・世代・職業・国籍等を超えた人が文化芸術をとおして出会う場所 

② 「つながる」 

今まで出会わなかった人・もの・景色等が出会い、価値が生まれる場所 

③ 「創造する」 

文化芸術創造拠点に来れば何か新しいことに挑戦できると思える場所 

 

 

 「文化芸術創造拠点」の候補地 

 廃校の利活用について：市長公約事業のロードマップ【資料№７】 

「廃校を活用した文化芸術の新たな活動拠点の整備」 

つくば市の文化芸術をさらに盛り上げるため、廃校を活用し、作品制作や発

表の場、地域のコミュニティスペースとなる新たな活動拠点を整備していく。 
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 候補地となる廃校について 

① 田水山小学校 

② 北条小学校 

③ 筑波小学校 

④ 田井小学校 

市長のロードマップにもあるように、「旧田水山小」を文化芸術創造拠点の候

補地として活用していきたいと考えている。他跡地と比較した時、「旧田水山小」

は立地や交通の便が特別よい場所ではないが、校舎の内装・外装ともに特徴的

で、建築物として一番魅力的である（表３、表４）。 

 

 表３ 候補となる廃校の基本情報 

 田水山小 北条小 筑波小 田井小 

所在 水守620 北条1077 国松1400 神郡1200 

敷地面積 11,777㎡ 14,346㎡ 7,541㎡ 14,011㎡ 

区域区分 市街化調整区域 市街化区域 市街化調整区域 市街化調整区域 

用途地域 指定なし 第一種中高層 指定なし 指定なし 

建蔽率 60％ 60％ 60％ 60％ 

容積率 200％ 200％ 200％ 200％ 

公共交通 支線型バス 支線型バス 支線型バス 支線型バス 

上下水道 公共 公共 公共 公共 

土地の現状 赤道 借地、赤道 土砂災害警戒区域、

借地、赤道 

赤道 
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 表４ 主な建築物の概要 

田水山小学校 

施設名 教室棟 体育館 

建築年 平成７年 昭和57年 

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 

階数 地上３階 地上２階 

延床面積 2,510㎡ 776㎡ 

耐震性能 新耐震 新耐震 

既存利用 特になし 学校開放、指定避難所 

北条小学校 

施設名 教室棟 体育館 

建築年 昭和53年 昭和55年 

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 

階数 地上３階 地上２階 

延床面積 2,392㎡ 875㎡ 

耐震性能 Is値 0.58 Is値 0.51 

既存利用 特になし 指定避難所 

筑波小学校 

施設名 教室棟 体育館 

建築年 昭和50年 昭和56年 

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 

階数 地上３階 地上２階 

延床面積 2,274㎡ 658㎡ 

耐震性能 Is値 0.66 Is値 0.42 

既存利用 特になし 投票所 

田井小学校 

施設名 教室棟 体育館 

建築年 昭和52年 昭和57年 

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 

階数 地上３階 地上２階 

延床面積 2,109㎡ 732㎡ 

耐震性能 Is値 0.49 新耐震 

既存利用 特になし 学校開放、指定避難所、投票所 
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 スケジュール 

(1) 令和３年度 

  つくば市文化芸術審議会の諮問・答申 

施設のビジョン・コンセプト、候補地の選定、施設の活用方針、施設の

運営方法等 

(2) 令和４年度 

  つくば市文化芸術審議会の意見聴取 

施設の改修方針、改修計画、概算事業費等 

  施設の試行事業、必要に応じてのサウンディング 

(3) 令和５年度 

  改修設計 

(4) 令和６年度 

  改修工事 

(5) 令和７年度 

  利活用開始 

 

 

 





つくば市文化芸術推進基本計画 

平成 31 年（2019 年） ３月 

つくば市 

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目 1 番地 1 

℡：029-883-1111㈹ 

【表紙写真】

背景
•つくばメディアアートフェスティバル
　つくばエクスプレス「つくば駅」構内　特別展示

以下、右上より時計回り
•筑波大学と連携した市民参加型事業
　「夏休みアート・デイキャンプ」（筑波大学大石膏室）

•優れた芸術文化作品を身近に提供する事業
　「つくば市芸術文化事業」（つくばカピオ）

•地域資源を活用した野外美術展
　「アートセッションつくば」（筑波山麓）

•公募された市民合唱団による公演事業
　「つくばで第九」（ノバホール）

•つくばメディアアートフェスティバル
　ライブイベント「明和電機ミニライブ」（アルスホール）



はじめに 

文化芸術は、人々の精神活動の根幹であり、まちの成熟度をあ

らわすものです。人間の感性や受容性に影響するだけでなく、福

祉・教育・産業など、あらゆる分野とつながることで新しい可能

性を見いだすことができます。 

つくば市では平成 30 年（2018 年）２月に、全国自治体に先駆けてＳＤＧｓ（持続可

能な開発目標）に基づいた「持続可能都市ヴィジョン」を公表し、持続可能なまちづく

りに向けた取組を推進しています。ＳＤＧｓは「誰一人取り残さない」という社会包摂

の精神を基礎としており、多様性を受け入れる社会の土壌を築く文化芸術は、この理念

の達成に欠かすことができません。 

本計画では、つくば市に揃う１本１本の素晴らしい糸を連携させ、「まち」という大

きな布を織り上げるという思いから、基本理念を「アートで編む」としました。今後、

市民、行政、研究・教育機関等と、アートで織り込むように連携しながら、世界に誇れ

る、個性あるつくばの文化芸術の創造を推進していきます。 

本計画を策定するにあたり、御協力いただきました審議会委員の皆様はじめ、関係者、

関係団体の方々、貴重な御意見をお寄せいただきました市民の皆様に心からお礼を申し

上げます。 

   平成 31 年（2019 年）３月 

つくば市長 五 十 嵐 立 青    



つくば市は、万葉集にうたわれている関東の名峰「筑波山」をはじめとする日本ジ

オパークの認定を受けた豊かな自然と、教育・研究機関が集積する「筑波研究学園都

市」を有する、自然と科学が調和したまちです。文化芸術に関心を寄せる市民も多く、

質が高く多様性に富んだ文化芸術活動、イベントが行われています。 

文化芸術は、人々の豊かな創造力や感性、受容性を育むだけでなく、福祉・教育・

観光・まちづくり・国際交流・産業その他の関連分野と連携することで相乗効果を生

み出し、社会に新しい風を起こすきっかけとなることができます。 

我が国においては、平成 29 年６月に「文化芸術基本法」が大幅に改正され、平成

30年３月には「文化芸術推進基本計画（第１期）」が閣議決定されました。文化芸術

の固有の意義と本質的価値を尊重するとともに、その振興のみにとどまらず、文化芸

術がもつ社会的・経済的影響と価値を明確にし、活用することで、文化芸術の一層の

継承、発展及び創造につなげることを目指しています。 

つくば市においては、文化芸術の総合的かつ計画的な振興を図るため、平成 16 年

10月に「つくば市文化芸術振興基本条例」を制定し、平成 19 年４月には「つくば市

文化芸術の振興に関する基本的な方針（前期）」（以下「基本方針」という）を策定し

ました。また、平成 25年９月には内容の見直しを行い（後期）、文化芸術の振興に関

する施策に取り組んできました。「基本方針」では条例に掲げた文化芸術振興施策を

推進するため、前回の改定から５年後に改めて評価を行い、諸情勢の変化に応じて柔

軟かつ適切に見直しを行うことがうたわれています。 

また、平成30年２月に、つくば市は、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に基づい

た「持続可能都市ヴィジョン」を公表し、同年９月には「つくば市ＳＤＧｓ未来都市

計画」を策定しました。ＳＤＧｓの基本理念である「誰一人取り残さない」という包

摂の精神の達成にあたり、多様性を受け入れる社会の土壌を形成する文化芸術の力は

必要不可欠です。 

このような環境を踏まえ、つくば市は新たに「つくば市文化芸術推進基本計画」を

策定し、世界に誇れる、個性あるつくばの文化芸術の創造を継続して、計画的に推進

。すまきいてし

Ⅰ 計画の策定にあたって

１．計画策定の背景
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つくば市は、万葉集にうたわれている関東の名峰「筑波山」をはじめとする日本ジ

オパークの認定を受けた豊かな自然と、教育・研究機関が集積する「筑波研究学園都

市」を有する、自然と科学が調和したまちです。文化芸術に関心を寄せる市民も多く、

質が高く多様性に富んだ文化芸術活動、イベントが行われています。 

文化芸術は、人々の豊かな創造力や感性、受容性を育むだけでなく、福祉・教育・

観光・まちづくり・国際交流・産業その他の関連分野と連携することで相乗効果を生

み出し、社会に新しい風を起こすきっかけとなることができます。 

我が国においては、平成 29 年６月に「文化芸術基本法」が大幅に改正され、平成

30年３月には「文化芸術推進基本計画（第１期）」が閣議決定されました。文化芸術

の固有の意義と本質的価値を尊重するとともに、その振興のみにとどまらず、文化芸

術がもつ社会的・経済的影響と価値を明確にし、活用することで、文化芸術の一層の

継承、発展及び創造につなげることを目指しています。 

つくば市においては、文化芸術の総合的かつ計画的な振興を図るため、平成 16 年

10月に「つくば市文化芸術振興基本条例」を制定し、平成 19 年４月には「つくば市

文化芸術の振興に関する基本的な方針（前期）」（以下「基本方針」という）を策定し

ました。また、平成 25年９月には内容の見直しを行い（後期）、文化芸術の振興に関

する施策に取り組んできました。「基本方針」では条例に掲げた文化芸術振興施策を

推進するため、前回の改定から５年後に改めて評価を行い、諸情勢の変化に応じて柔

軟かつ適切に見直しを行うことがうたわれています。 

また、平成30年２月に、つくば市は、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に基づい

た「持続可能都市ヴィジョン」を公表し、同年９月には「つくば市ＳＤＧｓ未来都市

計画」を策定しました。ＳＤＧｓの基本理念である「誰一人取り残さない」という包

摂の精神の達成にあたり、多様性を受け入れる社会の土壌を形成する文化芸術の力は

必要不可欠です。 

このような環境を踏まえ、つくば市は新たに「つくば市文化芸術推進基本計画」を

策定し、世界に誇れる、個性あるつくばの文化芸術の創造を継続して、計画的に推進

。すまきいてし

Ⅰ 計画の策定にあたって

１．計画策定の背景
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（１）計画の位置付け 

本計画は「つくば市文化芸術基本条例」に則って策定し、本市の既存関連計画及び

国や茨城県等の法や計画との整合性に配慮します。

（２）計画期間 

本計画は、国の文化芸術推進基本計画の計画期間に合わせ、2018年度から 2022 年

度までとします。以降、社会情勢等の外部環境の変化を踏まえて５年ごとに見直しを

行います。 

（３）計画の対象範囲 

文化芸術基本法およびつくば市の特性を考慮し、本計画では、以下の分野を「文化

芸術」の対象範囲とします。

分野 内容
芸術 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踏、その他の芸術 

メディア芸術 
映画、漫画、アニメーション及びコンピュータ、その他の電子機器

等を利用した芸術 

伝統芸能 
雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踏、その他の我が国及び地域古来

の伝統的な芸能 

芸能（伝統芸能を除く） 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、その他の芸能 

生活文化 茶道、華道、書道、食文化、その他の生活に係る文化 

国民娯楽 囲碁、将棋、その他の国民的娯楽並びに出版物及びレコード等 

文化財 有形・無形の文化財等並びに、その保存技術 

つくば市 

文化芸術基本条例 

・つくば市未来構想 

・つくば市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・持続可能都市ヴィジョン 

・つくば市 SDGｓ未来都市計画      等 

つくば市

文化芸術推進基本計画

文化芸術基本法 

文化芸術推進基本計画 

茨城県文化振興条例 

茨城県文化振興計画 

４．計画の概要

平成 29年６月に改正された「文化芸術基本法」では、文化芸術の振興にとどまら

ず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施

策を法律の範囲に取り込み、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の創

造、発展、継承及び教育に活用することが明記されています。 

また、平成 30 年３月に閣議決定された「文化芸術推進基本計画（第１期）」では、

今後の文化芸術政策の目指すべき姿が以下のように定められています。 

  目標１ 文化芸術の創造・発展・継承と教育 

  目標２ 創造的で活力ある社会 

  目標３ 心豊かで多様性のある社会 

  目標４ 地域の文化芸術を推進するプラットフォーム

平成 27 年 12月、県民一人一人が主役となって、茨城県文化のより一層の振興を図

ることを目指し「茨城県文化振興条例」を定めました。 

また、平成 29年３月には文化振興の具体的推進を図るための部門別計画として「茨

城県文化振興計画」を定めました。 

 ○目標 

県民一人ひとりが主役

文化が創る・つなぐ「人と地域が輝く いばらき」

〇基本的施策 

   ・人材の育成等 ・文化の振興

   ・文化的資産の活用等 ・文化活動の充実

   ・文化活動の支援体制の充実等

   ・いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会及び東京オリンピック・パラリ

ンピックを契機とした文化の向上

２．国の動向

３．茨城県の動向
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（１）計画の位置付け 

本計画は「つくば市文化芸術基本条例」に則って策定し、本市の既存関連計画及び

国や茨城県等の法や計画との整合性に配慮します。

（２）計画期間 

本計画は、国の文化芸術推進基本計画の計画期間に合わせ、2018 年度から 2022 年

度までとします。以降、社会情勢等の外部環境の変化を踏まえて５年ごとに見直しを

行います。 

（３）計画の対象範囲 

文化芸術基本法およびつくば市の特性を考慮し、本計画では、以下の分野を「文化

芸術」の対象範囲とします。

分野 内容
芸術 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踏、その他の芸術 

メディア芸術 
映画、漫画、アニメーション及びコンピュータ、その他の電子機器

等を利用した芸術 

伝統芸能 
雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踏、その他の我が国及び地域古来

の伝統的な芸能 

芸能（伝統芸能を除く） 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、その他の芸能 

生活文化 茶道、華道、書道、食文化、その他の生活に係る文化 

国民娯楽 囲碁、将棋、その他の国民的娯楽並びに出版物及びレコード等 

文化財 有形・無形の文化財等並びに、その保存技術 

つくば市 

文化芸術基本条例 

・つくば市未来構想 

・つくば市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・持続可能都市ヴィジョン 

・つくば市 SDGｓ未来都市計画      等 

つくば市

文化芸術推進基本計画

文化芸術基本法 

文化芸術推進基本計画 

茨城県文化振興条例 

茨城県文化振興計画 

４．計画の概要
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（２）市民の文化芸術活動の活性化 

文化芸術の鑑賞をはじめ、創作･体験活動を行う市民の裾野の拡大を図るとともに、

活動環境の発展のために、つくば市は以下の取組を推進しました。

【現状】

・音楽、古典芸能、演劇、落語、ダンス、美術等の芸術文化事業を開催し、鑑賞機会の

充実を図っている。 

・国際的に著名なアーティストを招へいし、「つくば国際音楽祭」を開催している。 

・市民参加型事業として、「市民文化祭」では市内７会場で市民の発表機会を提供し、

「つくばで第九」では、市民がプロの特別オーケストラやソリストと共演し、年末の

風物詩として認知されている。 

・芸術文化事業の体験型事業として、「夏休みアート・デイキャンプ」やワークショッ

プを実施し、多くの子ども達が参加しており、作品展や表彰を行っている。 

・教育委員会が、小中学校を対象に、芸術鑑賞事業を実施している。 

・公演の内容によって学生割引を実施している。 

・「チャレンジアートフェスティバル」にて障害者の社会参加促進事業を行っている。 

・アイラブつくばまちづくり補助金や国県等の助成制度を団体等に紹介している。 

・市広報紙やホームページ、出先機関へのチラシ配布等による情報配信を行っている。

・「つくばメディアアートフェスティバル」を筑波大学と協働で実施し、海外作家の作

品を特別展示している。芸術文化事業では、「夏休みアート・デイキャンプ」、「はじ

めての音楽会」を筑波大学と協働で実施している。

・文化協会への補助金交付及び市民文化祭参加団体への助成金交付を実施している。 

・文化芸術団体の作品展示を庁舎内で実施している。 

・文化団体登録や生涯学習指導者登録を活用し、人材の紹介を行っている。 

・市民文化祭において、姉妹都市交流事業で行った子どもの絵画等を展示している。 

・高エネルギー加速器研究機構と協働で、コンサートを開催している。

・「つくばショートムービーコンペティション」を筑波学院大学、筑波都市交通センタ

ーと協働で実施している。 

【課題】

・「市民文化祭」について、体験教室等の参加型イベントや、子ども達の作品展示を増

やし集客につなげることが課題となっている。 

・「つくばで第九」について、幅広い市民の参加が必要となっている。

・公演の内容等によっては、託児サービスを検討することが望ましい。 

・文化芸術団体等への支援強化策を検討する必要がある。 

・各種事業展開のための費用捻出が課題となっている。 

・文化芸術による障害者等の生活の質の向上支援が課題となっている。 

平成 25年 9月に見直しを行った「つくば市文化芸術の振興に関する基本的な方針」

で位置付けた 5 つの基本的施策について、これまでの取組状況を以下の通り整理・検

証します。

（１）つくば市の文化芸術振興支援体制の確立 

つくば市は文化芸術の振興に関連する政策への全庁的な取組の強化を図るととも

に、文化芸術振興支援体制を確立し、より一層の充実を目指しました。

【現状】

・市長部局の文化芸術課が総合的な文化芸術の企画調整部門の窓口となり、教育局

の文化財課が文化財関係を担当している。 

・（公財）つくば文化振興財団と連携した芸術文化事業を行っている。 

【課題】

・文化芸術課と文化財課の連携を強化し、伝統文化関係を含めたより総合的な文化

芸術振興を図る必要がある。 

・民間事業者と連携した施策展開について、より積極的に取り組む必要がある。 

・文化芸術振興を図る基金の設立などを検討することが望ましい。 

・文化芸術施策について、市民の意見を反映する仕組みを構築することが望ましい。

第12回つくばで第九

Ⅱ 文化芸術推進の現状と課題
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（２）市民の文化芸術活動の活性化 

文化芸術の鑑賞をはじめ、創作･体験活動を行う市民の裾野の拡大を図るとともに、

活動環境の発展のために、つくば市は以下の取組を推進しました。

【現状】

・音楽、古典芸能、演劇、落語、ダンス、美術等の芸術文化事業を開催し、鑑賞機会の

充実を図っている。 

・国際的に著名なアーティストを招へいし、「つくば国際音楽祭」を開催している。 

・市民参加型事業として、「市民文化祭」では市内７会場で市民の発表機会を提供し、

「つくばで第九」では、市民がプロの特別オーケストラやソリストと共演し、年末の

風物詩として認知されている。 

・芸術文化事業の体験型事業として、「夏休みアート・デイキャンプ」やワークショッ

プを実施し、多くの子ども達が参加しており、作品展や表彰を行っている。 

・教育委員会が、小中学校を対象に、芸術鑑賞事業を実施している。 

・公演の内容によって学生割引を実施している。 

・「チャレンジアートフェスティバル」にて障害者の社会参加促進事業を行っている。 

・アイラブつくばまちづくり補助金や国県等の助成制度を団体等に紹介している。 

・市広報紙やホームページ、出先機関へのチラシ配布等による情報配信を行っている。

・「つくばメディアアートフェスティバル」を筑波大学と協働で実施し、海外作家の作

品を特別展示している。芸術文化事業では、「夏休みアート・デイキャンプ」、「はじ

めての音楽会」を筑波大学と協働で実施している。

・文化協会への補助金交付及び市民文化祭参加団体への助成金交付を実施している。 

・文化芸術団体の作品展示を庁舎内で実施している。 

・文化団体登録や生涯学習指導者登録を活用し、人材の紹介を行っている。 

・市民文化祭において、姉妹都市交流事業で行った子どもの絵画等を展示している。 

・高エネルギー加速器研究機構と協働で、コンサートを開催している。

・「つくばショートムービーコンペティション」を筑波学院大学、筑波都市交通センタ

ーと協働で実施している。 

【課題】

・「市民文化祭」について、体験教室等の参加型イベントや、子ども達の作品展示を増

やし集客につなげることが課題となっている。 

・「つくばで第九」について、幅広い市民の参加が必要となっている。

・公演の内容等によっては、託児サービスを検討することが望ましい。 

・文化芸術団体等への支援強化策を検討する必要がある。 

・各種事業展開のための費用捻出が課題となっている。 

・文化芸術による障害者等の生活の質の向上支援が課題となっている。 
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（４）文化芸術活動に関する総合的な情報の収集と提供 

市民の活発な文化芸術活動を促すとともに、つくばの魅力をアピールし、内外と

の交流を発展させていくために、つくば市は文化芸術に関連する各種情報の収集及

び市民への積極的な提供に努めました。

【現状】

・つくば市内での文化芸術団体の活動状況を把握し、その情報を提供する事業とし

て「つくば市文化芸術団体情報登録事業」を実施し、フェイスブック等で広く周

知している。 

・広報紙やホームページ、フェイスブック等で文化芸術情報を発信している。

・地域情報紙やラヂオつくばでの広報等を実施し、広く提供している。

【課題】

・文化芸術団体について、より一層の情報収集を図りつつ、その把握だけでなく、

活用についても検討していく。 

（５）公益財団法人つくば文化振興財団との連携支援 

（公財）つくば文化振興財団については、これまでに蓄積してきた数々のノウハ

ウを財団法人つくば都市振興財団から受け継ぐだけでなく、芸術文化に特化した財

団として、よりつくばに根ざした、特色ある芸術文化事業を展開しており、多様な

ジャンルの公演を実施するため、共催事業に力を入れています。つくば市では、当

財団との協力関係をさらに深め、連携支援を目指しました。

【現状】

・財団との連携により、「つくば市芸術文化事業」として、音楽、演劇、芸能等の

公演や、「つくばで第九」などといった市民参加型の取組を行っている。

・ホームページを充実させ、チラシ等と合わせ広く情報提供している。

【課題】

・より質の高い、つくばらしい芸術文化事業の実施が求められる。 

（３）文化資源・施設の整備と活用 

つくば市の歴史的背景や文化的特色をいかした地域づくりを、教育・福祉・観光・

産業振興等に活用していくため、その方策や課題について、関係機関と連携協議を

積極的に図りました。また、市内に居住する人材や現在実施されている種々の文化

芸術事業、さらには市内全域にある文化施設を有効に活用し、地域全体を文化芸術

振興のステージとして活性化させることで、文化芸術都市としてのつくばを目指し

ました。

【現状】

・茨城県つくば美術館を利用して、「つくばメディアアートフェスティバル」、「夏

休みアート・デイキャンプ作品展」、「つくば美術展」を実施している。

・大学関連の施設利用として、「夏休みアート・デイキャンプ」を筑波大学と連携

し大学構内で実施している。

・つくばエクスプレスや圏央道の開通でつくばへのアクセスが向上している。 

・自然と共存する都市景観の創出事業として、筑波山の麓で野外美術展「アートセ

ッションつくば」を実施している。 

【課題】

・文化施設の改修や整備を計画的に進め、利用者が安全で安心に利用できる環境を

維持する必要がある。

・平沢官衙遺跡歴史ひろばや小田城跡歴史ひろば、中央公園のさくら民家園などの

施設の改修や整備が課題となっている。

・伝統文化、芸能団体の実態把握が課題となっている。 

ノバホール つくばカピオ
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（４）文化芸術活動に関する総合的な情報の収集と提供 

市民の活発な文化芸術活動を促すとともに、つくばの魅力をアピールし、内外と

の交流を発展させていくために、つくば市は文化芸術に関連する各種情報の収集及

び市民への積極的な提供に努めました。

【現状】

・つくば市内での文化芸術団体の活動状況を把握し、その情報を提供する事業とし

て「つくば市文化芸術団体情報登録事業」を実施し、フェイスブック等で広く周

知している。 

・広報紙やホームページ、フェイスブック等で文化芸術情報を発信している。

・地域情報紙やラヂオつくばでの広報等を実施し、広く提供している。

【課題】

・文化芸術団体について、より一層の情報収集を図りつつ、その把握だけでなく、

活用についても検討していく。 

（５）公益財団法人つくば文化振興財団との連携支援 

（公財）つくば文化振興財団については、これまでに蓄積してきた数々のノウハ

ウを財団法人つくば都市振興財団から受け継ぐだけでなく、芸術文化に特化した財

団として、よりつくばに根ざした、特色ある芸術文化事業を展開しており、多様な

ジャンルの公演を実施するため、共催事業に力を入れています。つくば市では、当

財団との協力関係をさらに深め、連携支援を目指しました。

【現状】

・財団との連携により、「つくば市芸術文化事業」として、音楽、演劇、芸能等の

公演や、「つくばで第九」などといった市民参加型の取組を行っている。

・ホームページを充実させ、チラシ等と合わせ広く情報提供している。

【課題】

・より質の高い、つくばらしい芸術文化事業の実施が求められる。 
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基本理念の実現に向けて、施策の基本的方向を設定します。

基本的方向① 文化芸術を創造するまち「つくば」 

つくば市民が生活の一部として文化芸術に親しめるように、誰もが身近に文化

芸術に触れることができ、また、自ら参加して創作できるような環境整備を進め

ます。さらに、文化芸術の創造・発展・継承に向けて、各種団体や人材の育成支

援などを展開することで「文化芸術を創造するまち つくば」を目指します。

基本的方向② 多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」 

つくば市には、古くから続く集落や街並み、筑波研究学園都市の核となる研究

学園地区、つくばの開発シンボルであるつくばセンター地区などがあり、それぞ

れに特色のある歴史や文化があります。また、留学生をはじめ海外からの研究者

やその家族など多くの外国人が居住しています。これら個性の伸長と融合を図り、

「多様な文化と伝統が調和するまち つくば」を目指します。

基本的方向③ 新しい文化を創出するまち「つくば」 

つくば市は、既存の資源にとらわれず、未来を模索する科学やスタートアップ

産業に力を入れています。これらと文化芸術を融合、調和させることで相乗効果

を狙い、イノベーションを生み出す「新しい文化を創出するまち つくば」を目

指します。

基本的方向④ 自然が感性を培うまち「つくば」 

筑波山は広域にわたる住民の郷土文化の形成に深くかかわってきました。また、

豊かで美しい自然は、人々の感性を育ててきました。各種の市民活動や市の施策

展開において、自然との調和、共生の視点を踏まえて、貴重な環境資源を守り、

「自然が感性を培うまち つくば」を目指します。

基本的方向⑤ 文化芸術を実践するまち「つくば」 

つくば発の文化芸術について、文化芸術施策を展開するプラットフォームの形

成や文化施設の整備と活用、文化芸術情報の収集と提供などにより「文化芸術を

実践するまち つくば」を目指します。

２．基本的方向 

文化芸術は私たちに「問い」を与えてくれます。「自分とは何か」「他者とは何か」

「社会とは何か」…様々な疑問を投げかけてくれます。私たちは、すべての答えが正

解になる「問い」を考え続ける中で、「自分」を見つけ、「自分」とは違う「他者」を

見つけ、また「自分」も「他者」も認めることができるようになります。

日本語で「芸術」と訳される「art（アート）」という言葉の語源は、ラテン語の「ars
（アルス）」にさかのぼります。「自然」の対義語として、人の「技」や「技術」を表

していました。文化芸術は人間にしか生み出せないものであり、また、人間に影響を

与えていくものです。

文化芸術を鑑賞し、創造し、その恩恵を享受することは、年齢・国籍・経済的事情

等にかかわらず等しく、すべての人にとって欠かすことができません。

文化芸術のもつ多様性の対象は、人間の感性・精神性・思考に留まらず、福祉・教

育・産業・国際交流等の関連分野をも包括し、これらと有機的に結びつくことで、イ

ノベーションを起こすきっかけとなります。

「わたし」と「あなた」、「行政」と「市民」、「大学」と「研究機関」など、異なる

主体や立場がそれぞれ文化芸術に取り組み、時に連携し、つながること。

「自然」「科学」「国際交流」など、つくば市の多面的な魅力を、文化芸術の力で有

機的に結びつけ、新しい価値を創造すること。

つくば市は、文化芸術によって、１本１本の素晴らしい糸を連携させていくことで、

新しい文化芸術を創造し、大きな「まち」という布を織ることを目指します。

Ⅲ 文化芸術推進の基本的方向

１．基本理念「  アートで編む  」
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基本理念の実現に向けて、施策の基本的方向を設定します。

基本的方向① 文化芸術を創造するまち「つくば」 

つくば市民が生活の一部として文化芸術に親しめるように、誰もが身近に文化

芸術に触れることができ、また、自ら参加して創作できるような環境整備を進め

ます。さらに、文化芸術の創造・発展・継承に向けて、各種団体や人材の育成支

援などを展開することで「文化芸術を創造するまち つくば」を目指します。

基本的方向② 多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」 

つくば市には、古くから続く集落や街並み、筑波研究学園都市の核となる研究

学園地区、つくばの開発シンボルであるつくばセンター地区などがあり、それぞ

れに特色のある歴史や文化があります。また、留学生をはじめ海外からの研究者

やその家族など多くの外国人が居住しています。これら個性の伸長と融合を図り、

「多様な文化と伝統が調和するまち つくば」を目指します。

基本的方向③ 新しい文化を創出するまち「つくば」 

つくば市は、既存の資源にとらわれず、未来を模索する科学やスタートアップ

産業に力を入れています。これらと文化芸術を融合、調和させることで相乗効果

を狙い、イノベーションを生み出す「新しい文化を創出するまち つくば」を目

指します。

基本的方向④ 自然が感性を培うまち「つくば」 

筑波山は広域にわたる住民の郷土文化の形成に深くかかわってきました。また、

豊かで美しい自然は、人々の感性を育ててきました。各種の市民活動や市の施策

展開において、自然との調和、共生の視点を踏まえて、貴重な環境資源を守り、

「自然が感性を培うまち つくば」を目指します。

基本的方向⑤ 文化芸術を実践するまち「つくば」 

つくば発の文化芸術について、文化芸術施策を展開するプラットフォームの形

成や文化施設の整備と活用、文化芸術情報の収集と提供などにより「文化芸術を

実践するまち つくば」を目指します。

２．基本的方向 
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（１）文化芸術に接する機会の拡充 

「つくば国際音楽祭」や芸術文化事業など、市民が音楽、演劇、舞踊、古典芸

能から現代アートまで幅広い分野にわたる優れた芸術作品に触れ、楽しむ鑑賞機

会の充実を図ります。また、文化芸術の本質的な価値を伝えるため、鑑賞者の理

解、育成等を目的とした文化芸術関連ワークショップの開催を図ります。 

「市民文化祭」や「つくばで第九」など、市民が参加できる事業の充実と多様

化を図る一方で、市民自らが主体的に取り組む文化芸術の創造、表現活動を積極

的に推奨し、推進していきます。 

（２）すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり 

年齢、国籍、障害の有無、経済的な事情または居住する地域等によらず等しく、

すべての人が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造し、この恩恵を受けられる環境づ

くりを行います。 

具体的には、「夏休みアート・デイキャンプ」、「豊かな心育成事業」など児童、

生徒等の文化芸術体験および鑑賞活動を推進するとともに託児サービスや学生割

引など世代に合わせた付加サービスの充実を図ります。 

「チャレンジアートフェスティバル」をはじめ、障害者等が文化芸術の場にお

いて才能を発揮する機会を提供することで、障害者等の生活の質の向上を目指す

とともに、相互理解や受容性を育みます。 

主要施策 主管課 

・鑑賞機会の充実 

・鑑賞者向けワークショップの充実 

・市民参加型事業の充実と多様化 

・市民主体の文化芸術活動の推進 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課 

主要施策 主管課 

・児童、生徒等の文化芸術体験活動の推進 

・児童、生徒等の文化芸術鑑賞活動の推進 

・世代に合わせた付加サービスの充実 

・文化芸術による障害者等の生活の質の向上 

文化芸術課 

文化芸術課・教育総務課 

文化芸術課 

障害福祉課・文化芸術課 

１．文化芸術を創造するまち「つくば」

文化芸術推進の基本施策を以下のとおり設定します。

Ⅳ 文化芸術推進の基本施策

ア
ー
ト
で
編
む

基本的方向①
文化芸術を創造するまち
「つくば」

基本施策１
文化芸術に接する機会の拡充

基本施策３
文化芸術に資する人材の育成と活用

基本施策４
地域に根付いた伝統の継承・発展

基本施策５
多文化共生による文化芸術の振興

基本施策６
科学と融合した文化芸術の振興

基本施策７
文化芸術によるイノベーションの創出

基本施策８
自然との共生による文化芸術の振興

基本施策９
プラットフォームの形成

基本施策10
文化施設の整備と活用

基本施策11
文化芸術情報の収集と提供

基本施策２
すべての人にとって
文化芸術が身近にある環境づくり

基本的方向②
多様な文化と伝統が調和
するまち「つくば」

基本的方向③
新しい文化を創出する
まち「つくば」

基本的方向④
自然が感性を培うまち
「つくば」

基本的方向⑤
文化芸術を実践するまち
「つくば」
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（１）文化芸術に接する機会の拡充 

「つくば国際音楽祭」や芸術文化事業など、市民が音楽、演劇、舞踊、古典芸

能から現代アートまで幅広い分野にわたる優れた芸術作品に触れ、楽しむ鑑賞機

会の充実を図ります。また、文化芸術の本質的な価値を伝えるため、鑑賞者の理

解、育成等を目的とした文化芸術関連ワークショップの開催を図ります。 

「市民文化祭」や「つくばで第九」など、市民が参加できる事業の充実と多様

化を図る一方で、市民自らが主体的に取り組む文化芸術の創造、表現活動を積極

的に推奨し、推進していきます。 

（２）すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり 

年齢、国籍、障害の有無、経済的な事情または居住する地域等によらず等しく、

すべての人が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造し、この恩恵を受けられる環境づ

くりを行います。 

具体的には、「夏休みアート・デイキャンプ」、「豊かな心育成事業」など児童、

生徒等の文化芸術体験および鑑賞活動を推進するとともに託児サービスや学生割

引など世代に合わせた付加サービスの充実を図ります。 

「チャレンジアートフェスティバル」をはじめ、障害者等が文化芸術の場にお

いて才能を発揮する機会を提供することで、障害者等の生活の質の向上を目指す

とともに、相互理解や受容性を育みます。 

主要施策 主管課 

・鑑賞機会の充実 

・鑑賞者向けワークショップの充実 

・市民参加型事業の充実と多様化 

・市民主体の文化芸術活動の推進 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課 

主要施策 主管課 

・児童、生徒等の文化芸術体験活動の推進 

・児童、生徒等の文化芸術鑑賞活動の推進 

・世代に合わせた付加サービスの充実 

・文化芸術による障害者等の生活の質の向上 

文化芸術課 

文化芸術課・教育総務課 

文化芸術課 

障害福祉課・文化芸術課 

１．文化芸術を創造するまち「つくば」
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（１）地域に根付いた伝統の継承 

つくばに根付く、歴史的、芸術的、学術的な魅力・価値を有する有形・無形の

文化財等、地域の貴重な文化資源を保存、継承します。つくば市の歴史や文化財

を学ぶ伝統文化教育を推進し、次代を担う子ども達へ伝えます。また、市内の民

俗芸能のうち、重要なものを無形民俗文化財として指定して支援し、未指定の民

俗芸能も活躍の場を提供して保護や継承を図ります。平沢官衙遺跡、小田城跡を

はじめとした文化財等や民家園など、つくば市にある文化資源を保存していくと

ともに、郷土に対する理解を深める憩いの環境を提供し、観光誘客イベントなど

で、観光資源としても活用していきます。 

（２）多文化共生による文化芸術の振興 

地域における異文化理解と多文化共生社会の促進に向けて、文化芸術を通じた

市民の相互理解、訪日外国人観光の促進につなげます。 

「国際交流フェア」や姉妹都市との文化交流を実施し、市民の異文化理解の機

会を提供・拡充するとともに、多言語での情報提供により、在留外国人の方にも

公演情報等を広く正確に告知していきます。国際会議など、海外から多くの来訪

者がある機会において、つくば市の文化芸術を積極的にＰＲします。また、アー

ティストがつくば市に一定期間滞在して、市民や地域と相互に刺激を受けながら

文化芸術の創造・制作活動を行うアーティスト・イン・レジデンスを促進します。

主要施策 主管課 

・文化財等の保存と有効活用 

・郷土の伝統文化、芸能の保護・継承 

・文化資源活用事業の充実 

文化財課・生涯学習推進課 

文化財課・文化芸術課 

文化芸術課・観光推進課 

主要施策 主管課 

・在住外国人や姉妹都市を通しての異文化理解と多文化

共生社会の促進

・多言語による情報提供

・国際都市にふさわしい魅力ある文化芸術事業の確立

・つくばの多様な魅力の世界への発信

・アーティスト・イン・レジデンスの促進

国際交流室 

国際交流室 

文化芸術課・国際交流室 

文化芸術課・国際交流室 

文化芸術課 

２．多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」 
（３）文化芸術に資する人材の育成と活用 

つくばで活躍する芸術家を支援するとともに、つくばで芸術家を目指す若い世

代と、その指導者の育成を図ります。また、（仮称）つくば文化芸術賞、文化芸術

振興功労賞等の新設と、各選考委員会の設置などにより、文化芸術活動で顕著な

成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与した人を顕彰します。 

質の高い文化芸術活動に欠かせない文化施設や文化芸術団体の経営者、企画・

広報やマーケティング等に従事するアートマネジメント人材、舞台技術者・技能

者、美術館等における学芸員、文化芸術活動ボランティアなど、文化芸術に資す

る人材の育成と活用を推進します。 

主要施策 主管課 

・つくば在住の芸術家への支援と指導者の育成 

・各種文化芸術を担う人材育成事業の推進 

・（仮称）つくば文化芸術賞の設置 

・文化芸術振興功労賞等の創設 

・文化芸術活動ボランティアの育成 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課 

子供のためのシェイクスピア「ロミオとジュリエット」
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（１）地域に根付いた伝統の継承 

つくばに根付く、歴史的、芸術的、学術的な魅力・価値を有する有形・無形の

文化財等、地域の貴重な文化資源を保存、継承します。つくば市の歴史や文化財

を学ぶ伝統文化教育を推進し、次代を担う子ども達へ伝えます。また、市内の民

俗芸能のうち、重要なものを無形民俗文化財として指定して支援し、未指定の民

俗芸能も活躍の場を提供して保護や継承を図ります。平沢官衙遺跡、小田城跡を

はじめとした文化財等や民家園など、つくば市にある文化資源を保存していくと

ともに、郷土に対する理解を深める憩いの環境を提供し、観光誘客イベントなど

で、観光資源としても活用していきます。 

（２）多文化共生による文化芸術の振興 

地域における異文化理解と多文化共生社会の促進に向けて、文化芸術を通じた

市民の相互理解、訪日外国人観光の促進につなげます。 

「国際交流フェア」や姉妹都市との文化交流を実施し、市民の異文化理解の機

会を提供・拡充するとともに、多言語での情報提供により、在留外国人の方にも

公演情報等を広く正確に告知していきます。国際会議など、海外から多くの来訪

者がある機会において、つくば市の文化芸術を積極的にＰＲします。また、アー

ティストがつくば市に一定期間滞在して、市民や地域と相互に刺激を受けながら

文化芸術の創造・制作活動を行うアーティスト・イン・レジデンスを促進します。

主要施策 主管課 

・文化財等の保存と有効活用 

・郷土の伝統文化、芸能の保護・継承 

・文化資源活用事業の充実 

文化財課・生涯学習推進課 

文化財課・文化芸術課 

文化芸術課・観光推進課 

主要施策 主管課 

・在住外国人や姉妹都市を通しての異文化理解と多文化

共生社会の促進

・多言語による情報提供

・国際都市にふさわしい魅力ある文化芸術事業の確立

・つくばの多様な魅力の世界への発信

・アーティスト・イン・レジデンスの促進

国際交流室 

国際交流室 

文化芸術課・国際交流室 

文化芸術課・国際交流室 

文化芸術課 

２．多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」 
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（１）自然との共生による文化芸術の振興 

筑波山を筆頭とするつくばの豊かで美しい自然との共生による文化芸術の振興

を図り、自然環境を活かした文化芸術事業の展開や、都市景観の創出を実現させ

ます。 

（１）プラットフォームの形成 

多様な人材や文化芸術団体・諸機関が連携・協働し、持続可能な文化芸術を推

進するためのプラットフォーム形成を図ります。 

現在実施している「つくば市文化芸術団体情報登録事業」をより具体的に活用

し、文化芸術団体の活躍の場を提供します。また、市が行う芸術文化事業につい

て評価機能を設け、文化芸術専門組織や専門職員等を充実するなど、より創造的

でつくば独自の魅力あるものになるよう推進します。廃校利用等により文化芸術

創造拠点を形成し、あらゆる文化芸術活動のバックアップを目指すと同時に、つ

くば発の文化芸術のアーカイヴ構築を目指します。加えて、市民がより主体的に

文化芸術を創造・表現する環境を整えるとともに、つくば市から次代の文化芸術

を担うアーティストを輩出するため、新しい支援制度を構築します。 

主要施策 主管課 

・自然環境との共存を図る事業の充実 

・自然と共存する都市景観の創出 

文化芸術課 

都市計画課 

主要施策 主管課 

・多様な文化芸術活動を相互に結ぶコーディネート機能の

形成 

・文化芸術創造拠点の形成 

・つくば発の文化芸術のアーカイヴの構築 

・市、教育委員会（学校含む）、つくば文化振興財団、市

民、文化芸術団体、大学、研究機関、企業等とのネット

ワークの構築 

・文化芸術活動を行う個人、団体への新たな支援制度の

構築 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課・教育総務課・ 

産業振興課 

文化芸術課 

４．自然が感性を培うまち「つくば」 

５．文化芸術を実践するまち「つくば」 

（１）科学と融合した文化芸術の振興 

つくば市の強みであり地域資源である「科学」と芸術との融合による新たな文

化芸術の振興を図ります。 

メディア芸術など新たな文化芸術は、制作する立場に立って初めて意図のわか

るものも多くあります。このようなワークショップを充実させることによって、

鑑賞者の理解、育成等を促進していきます。加えて、つくば発の芸術家等の新た

な取組に対する支援を強化します。 

（２）文化芸術によるイノベーションの創出 

つくば市の文化芸術資源の価値創造に向けて、新たなビジネスモデルの創出や

産業と市場の育成、他分野への活用を図ることなどにより文化芸術自体のイノベ

ーションを実現します。食や生活文化など文化芸術を利用した産業・観光の推進

をはかるとともに、それらを支えるクリエイティブな人材が活躍できるまちづく

りを推進し、地域の活性化につなげます。また、スポーツも人々の文化活動から

生まれたものです。スポーツを「する」だけでなく「みる」、「ささえる」ことも

個人の身体・精神・社会活動に大きな影響を与えます。これらの活動を促進する

ことで、まち全体を活性化させることに繋がります。

主要施策 主管課 

・新たな文化芸術の推進 

・新たな文化芸術関連ワークショップの充実 

・つくば発の、新たな文化芸術を創造する芸術家への支援

強化 

文化芸術課・科学技術振

興課 

文化芸術課 

文化芸術課 

主要施策 主管課 

・民間企業との連携による文化芸術の発展 

・クリエイティブ産業による人材育成及び地域の活性化 

・食や生活文化など文化芸術を利用した産業・観光の推

進 

・スポーツ文化による地域の活性化 

文化芸術課・産業振興課・ス

タートアップ推進室 

産業振興課・スタートアップ

推進室 

産業振興課・スタートアップ

推進室・観光推進課 

スポーツ振興課・文化芸術課 

３．新しい文化を創出するまち「つくば」 
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（１）自然との共生による文化芸術の振興 

筑波山を筆頭とするつくばの豊かで美しい自然との共生による文化芸術の振興

を図り、自然環境を活かした文化芸術事業の展開や、都市景観の創出を実現させ

ます。 

（１）プラットフォームの形成 

多様な人材や文化芸術団体・諸機関が連携・協働し、持続可能な文化芸術を推

進するためのプラットフォーム形成を図ります。 

現在実施している「つくば市文化芸術団体情報登録事業」をより具体的に活用

し、文化芸術団体の活躍の場を提供します。また、市が行う芸術文化事業につい

て評価機能を設け、文化芸術専門組織や専門職員等を充実するなど、より創造的

でつくば独自の魅力あるものになるよう推進します。廃校利用等により文化芸術

創造拠点を形成し、あらゆる文化芸術活動のバックアップを目指すと同時に、つ

くば発の文化芸術のアーカイヴ構築を目指します。加えて、市民がより主体的に

文化芸術を創造・表現する環境を整えるとともに、つくば市から次代の文化芸術

を担うアーティストを輩出するため、新しい支援制度を構築します。 

主要施策 主管課 

・自然環境との共存を図る事業の充実 

・自然と共存する都市景観の創出 

文化芸術課 

都市計画課 

主要施策 主管課 

・多様な文化芸術活動を相互に結ぶコーディネート機能の

形成 

・文化芸術創造拠点の形成 

・つくば発の文化芸術のアーカイヴの構築 

・市、教育委員会（学校含む）、つくば文化振興財団、市

民、文化芸術団体、大学、研究機関、企業等とのネット

ワークの構築 

・文化芸術活動を行う個人、団体への新たな支援制度の

構築 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課・教育総務課・ 

産業振興課 

文化芸術課 

４．自然が感性を培うまち「つくば」 

５．文化芸術を実践するまち「つくば」 
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（１）つくば市の役割 

市は、将来にわたって市民が文化芸術を創造し、享受し、発展させることができる

よう、市民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるよう努めることが求められます。

そのためには、本計画に則り、つくば市の特性に応じた文化芸術に関する施策を、

総合的かつ計画的に推進するとともに、市民の自主的かつ主体的な文化芸術活動の促

進及び支援を行う必要があります。 

（２）文化芸術活動を行う団体等の役割 

文化芸術活動を行う団体等は、つくば市の文化芸術をリードするとともに、次世代

の芸術家を育てていく役割が求められます。日々の活動の成果を発表する場である、

演奏会、発表会、展示会などを関係機関等と連携・協力しながら実施するなど、市民

が文化芸術に触れる機会を積極的に後押しすることが期待されます。 

（３）公益財団法人つくば文化振興財団の役割 

（公財）つくば文化振興財団には、広く文化芸術の振興に資する諸事業を行い、公

益法人としてつくば市の発展に貢献することが求められます。つくば市や他の文化芸

術団体等との連携強化を図りながら、より質の高いつくばらしい芸術文化事業を展開

する役割が期待されます。 

（４）企業・事業者の役割 

企業・事業者も文化芸術活動を担う地域の一員であり、日常的な経済活動や社会貢

献活動を通じて文化芸術振興に貢献することが求められます。従業員の文化芸術活動

参画を理解するとともに、民間ならではのノウハウや資源を活かした支援を展開する

役割が期待されます。 

（５）大学・研究機関等の役割 

つくば市の地域特性である市内に立地する大学・研究機関等は、その専門性を活か

した文化芸術活動の振興支援を担う役割が求められます。関係機関と連携した事業展

開を図るとともに、自らが主体となった特色のある文化芸術事業を実施することが期

待されます。 

Ⅴ 実現に向けた推進体制 

１．推進体制

（２）文化施設の整備と活用 

文化芸術の創造の場とともに、保存・継承、交流拠点など幅広い役割を果たし

ている文化施設の整備と活用を進めます。 

具体的には、つくばカピオ、ノバホール、中央図書館、市民ホール、地域交流

センター、ふれあいプラザ、アルスホール、つくば市民ギャラリー等の適切な整

備・管理・運営に努めます。 

また、茨城県つくば美術館、国際会議場など県の文化施設や大学関連施設・民

間施設等との連携により文化芸術活動の拠点の充実を図ります。 

加えて、「つくばペデカフェプロジェクト」など、公共空間の活用による賑わい

創出に努めます。

（３）文化芸術情報の収集と提供 

文化芸術に関する情報の収集と提供に努め、市民の活発な文化芸術活動を促す

とともに、つくばの魅力をＰＲし、内外との交流につなげます。 

具体的には、市内で行われている文化芸術活動の情報収集に努めるとともに、

ケーブルテレビや地域情報誌、つくば市の広報紙やホームページを活用して、積

極的な情報提供を行います。 

また、ソーシャルネットワークサービスやポスター、チラシの活用などによる

情報発信・拡散にも努めます。 

主要施策 主管課 

・つくば市の文化施設の整備と活用 

・県の文化施設、大学関連施設及び市内の民間施設等との

連携強化 

・公共空間の活用によるにぎわい創出 

文化芸術課・中央図書館 

文化芸術課・中央図書館 

文化芸術課・学園地区市

街地振興室 

主要施策 主管課 

・つくば市内の文化芸術活動情報の収集 

・ケーブルテレビ、地域情報誌等の有効活用 

・市の広報媒体の有効活用 

・ソーシャルネットワークサービスの有効活用 

・つくば市内外へ向けた、文化芸術活動に関する情報提供 

文化芸術課 

文化芸術課 

文化芸術課・広報戦略課 

文化芸術課 

文化芸術課 
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（１）つくば市の役割 

市は、将来にわたって市民が文化芸術を創造し、享受し、発展させることができる

よう、市民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるよう努めることが求められます。

そのためには、本計画に則り、つくば市の特性に応じた文化芸術に関する施策を、

総合的かつ計画的に推進するとともに、市民の自主的かつ主体的な文化芸術活動の促

進及び支援を行う必要があります。 

（２）文化芸術活動を行う団体等の役割 

文化芸術活動を行う団体等は、つくば市の文化芸術をリードするとともに、次世代

の芸術家を育てていく役割が求められます。日々の活動の成果を発表する場である、

演奏会、発表会、展示会などを関係機関等と連携・協力しながら実施するなど、市民

が文化芸術に触れる機会を積極的に後押しすることが期待されます。 

（３）公益財団法人つくば文化振興財団の役割 

（公財）つくば文化振興財団には、広く文化芸術の振興に資する諸事業を行い、公

益法人としてつくば市の発展に貢献することが求められます。つくば市や他の文化芸

術団体等との連携強化を図りながら、より質の高いつくばらしい芸術文化事業を展開

する役割が期待されます。 

（４）企業・事業者の役割 

企業・事業者も文化芸術活動を担う地域の一員であり、日常的な経済活動や社会貢

献活動を通じて文化芸術振興に貢献することが求められます。従業員の文化芸術活動

参画を理解するとともに、民間ならではのノウハウや資源を活かした支援を展開する

役割が期待されます。 

（５）大学・研究機関等の役割 

つくば市の地域特性である市内に立地する大学・研究機関等は、その専門性を活か

した文化芸術活動の振興支援を担う役割が求められます。関係機関と連携した事業展

開を図るとともに、自らが主体となった特色のある文化芸術事業を実施することが期

待されます。 

Ⅴ 実現に向けた推進体制 

１．推進体制
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本市が目指す「アートで編む」の実現に向けて、自己評価をするとともに、次に掲

げる評価指標を本計画における数値目標として定めます。施策全体の成果を判断する

指標として活用し、本計画の取り組みを進めます。なお、個別の施策については、見

直しの際に個別に評価するものとします。 

標目状現標指果成

文化芸術振興の現状についての満足度＊１
（2017年度） 

43.1％ 

（2021 年度） 

44.9％ 

＊１：「つくば市民意識調査」の結果を反映 

標目状現標指果成

基本施策に係る満足度＊2 ）度年2202（）度年8102（

％1.62充拡の会機るす接に術芸化文 28.1％

すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり 23.0％ 25.0％

％0.21用活と成育の材人るす資に術芸化文 14.0％

％0.71展発・承継の統伝たい付根に域地 19.0％

％1.42興振の術芸化文るよに生共化文多 26.1％

％0.12興振の術芸化文たし合融と学科 23.0％

％8.21出創のンョシーベノイるよに術芸化文 14.8％

％7.91興振の術芸化文るよに生共のと然自 21.7％

％0.11成形のムーォフトッラプ 13.0％

％4.92用活と備整の設施化文 31.4％

％2.81供提と集収の報情術芸化文 20.2％

＊２：「文化芸術に関する市民意識調査」の結果を基本施策ごとに反映 

（資料編３．「文化芸術市民意識調査報告書（概要版）」参照） 

２．計画の指標 
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平成 16 年 9 月 29 日 

条例第 35 号 

資料編

１．つくば市文化芸術基本条例 

目次

前文

第１章 総則（第１条－第５条）

第２章 基本計画（第６条）

第３章 文化芸術に関する施策の推進（第７条）

第４章 文化芸術審議会（第８条－第１４条）

附則

つくば市は、万葉集にうたわれている名峰筑波山を仰ぐ緑豊かな田園地帯の中にあって、世界に誇る

研究学園都市を有し、日本の伝統的生活文化を育みつつ、国際的学術文化都市として成長を続けている。

このような中、私たちは、多様な文化芸術の恵沢を享受して暮らしてきた。

文化芸術は、人間の精神活動の根幹であり、まちの成熟度をあらわすものである。人々の豊かな創造

力や感性、受容性を育むだけでなく、福祉、教育、観光、まちづくり、国際交流、産業その他の関連分

野と連携することで相乗効果を生み出すことができる。

よって、ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念と方向性を明らかにし、文化芸術に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図り、心豊かで活力のある市民生活の実現に寄与するため、この条

例を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、文化芸術に関する施策の基本理念を定め、市の責務並びに文化芸術に関する活動

（以下「文化芸術活動」という。）を行う団体（以下「文化芸術団体」という。）及び事業者の役割を

明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術活動

を行う者（文化芸術団体を含む。以下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かで活力のある市民生活の実現に寄与することを目

的とする。

（基本理念）

第２条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が十分

に尊重されなければならない。

２ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成する

ことを旨として文化芸術の発展が図られなければならない。

３ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければなら

ない。

４ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、市民により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮

するとともに、つくば市の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならな

い。

５ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他市民の意見が広く反映さ

れるよう十分配慮されなければならない。

（市の責務）

第３条 市は、前条の基本理念にのっとり、つくば市の特性に応じた文化芸術に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するとともに、市民の自主的かつ主体的な文化芸術活動を促進する責務を有する。

 （市民の関心及び理解）

第４条 市は、将来にわたって市民が文化芸術を創造し、享受し、及び発展させることができるよう、

市民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。
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資料編
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市民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。
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（１）つくば市文化芸術振興審議会委員名簿 
（敬称略）

氏 名 所属等

会 長 太田 圭 国立大学法人筑波大学 芸術系長

副会長 相澤 久志 つくば市文化協会 会長

委 員 赤松 洋子 つくば子ども劇場 元事務局長

委 員 宇津野 茂樹 公益財団法人つくば文化振興財団 常務理事

委 員 江渡 浩一郎 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 

人間拡張研究センター 主任研究員 

委 員 篠原 光子 特定非営利活動法人つくばアートセンター 代表

委 員 関 正樹 関彰商事株式会社 代表取締役社長

委 員 塚原 正彦 筑波学院大学 経済情報学部教授

委 員 仏山 輝美 国立大学法人筑波大学 芸術系教授

委 員 柳瀬 敬 特定非営利活動法人自然生クラブ 施設長

市民委員 三浦 一憲 まちかど音楽市場 代表

市民委員 守屋 俊甫 健幸エンターテイメント株式会社 代表取締役 

市民委員 山崎 誠治 研究学園グリーンネックレスアートの会 主宰

２．つくば市文化芸術振興審議会 
 （文化芸術団体等の役割）

第５条 文化芸術団体及び事業者は、自主的かつ主体的に文化芸術活動の充実及び人材の育成に努め、

文化芸術活動を支援することを通じて、文化芸術を発展させる役割を担うものとする。

第２章 基本計画

第６条 市長は、文化芸術基本法（平成 13年法律第 148号）第７条の２の規定に基づき、文化芸術に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術推進基本計画（以下「基本計画」という。）

を定めなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 文化芸術の推進の基本的方向

(2) 文化芸術の推進に関する基本施策

(3) その他文化芸術の推進に関し必要な事項

３ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、つくば市文化芸術審議会の意見を聴くものとする。

４ 市長は、基本計画の策定に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するため、広く市民

の意見を求め、これを十分考慮した上で策定を行う仕組みの活用等を図るものとする。

５ 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

６ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第３章 文化芸術に関する施策の推進

第７条 市は、基本計画に基づき、文化芸術の推進を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

第４章 つくば市文化芸術審議会

（審議会の設置）

第８条 文化芸術の推進に関する重要事項を調査審議するため、つくば市文化芸術審議会（以下「審議

会」という。）を置く。

（所掌事項）

第９条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項について調

査審議し、市長に答申する。

２ 審議会は、文化芸術の推進に関する事項について調査審議し、必要と認めるときは、市長に意見を

述べることができる。

（組織）

第１０条 審議会は、委員 13人以内をもって組織する。

（委員）

第１１条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 文化芸術に関し優れた識見を有する者

(2) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第１２条 審議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第１３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。

２ 会長は、会議の議長となる。

３ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第１４条 審議会の庶務は、市民部において処理する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（１）つくば市文化芸術振興審議会委員名簿 
（敬称略）

氏 名 所属等

会 長 太田 圭 国立大学法人筑波大学 芸術系長
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委 員 江渡 浩一郎 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 

人間拡張研究センター 主任研究員 

委 員 篠原 光子 特定非営利活動法人つくばアートセンター 代表

委 員 関 正樹 関彰商事株式会社 代表取締役社長

委 員 塚原 正彦 筑波学院大学 経済情報学部教授

委 員 仏山 輝美 国立大学法人筑波大学 芸術系教授

委 員 柳瀬 敬 特定非営利活動法人自然生クラブ 施設長

市民委員 三浦 一憲 まちかど音楽市場 代表

市民委員 守屋 俊甫 健幸エンターテイメント株式会社 代表取締役 

市民委員 山崎 誠治 研究学園グリーンネックレスアートの会 主宰

２．つくば市文化芸術振興審議会 
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 当資料は「文化芸術市民意識調査報告書」の主要な内容について編集したものです。

報告書はつくば市ホームページ、文化芸術課及び各地域交流センターにて閲覧できます。

（１）調査の概要 

【目的】 文化芸術に対する多様な市民意識を調査し「基本計画」策定の基礎資

料とするもの。

【期間】 平成 30年９月 13日（土）～９月 28日（日）

【調査対象】 

【回答数】  721 名（回答率：28.8％）

（２）調査内容（全 19 問）

調査項目 概要

①回答者の属性 回答者の性別、年齢、職業等を把握するもの。

②日頃の文化芸術の鑑賞

や体験活動

日頃の文化芸術活動の状況について、その種類、頻度、活

動場所等について整理し傾向をはかるもの。

③文化芸術に関する現状

認識・評価

文化芸術に関する現状の満足度や、各施策の今後の重要度

等についての意識調査をまとめ、基本計画の指標とする。

④個別の施策に対する現

状・評価

情報入手方法や子どもとの関わり等について、現状と市民

の意識を調査し、今後の個別施策の参考とするもの。

※「概要版」では計画全般に関わる内容として、①～③を中心に取り上げます。

（３）調査結果

①回答者属性 
○性別：男性 42.1％ 女性 57.9％ 

○年齢           ○職業 

3.4%

19.8%

3.9%

17.0%

14.3%

1.1%

4.3%

36.2%

その他

無職

学生

専業主婦（主夫）

パート・アルバイトなど

農林業

自営業

会社員・公務員
10代
0.7%

20代
7.7%

30代
11.5%

40代
20.8%

50代
18.1%

60代
19.8%

70代
16.1%

80代以上
5.3%

３．文化芸術市民意識調査報告書（概要版） 

住民基本台帳に基づく 18 歳以上のつくば市民 2,500 名（無作為抽出）

（２）開催記録 

日時 主な審議内容 

第 1 回審議会 平成 30 年 7 月 13 日 

・開会 

・市長挨拶 

・人事発令通知書の交付 

・自己紹介 

・正副会長の選出 

・諮問 

・つくば市文化芸術の振興に関する基本的な方針の改

定について 

第 2 回審議会 平成 30 年 9 月 21 日 

・開会 

・市長挨拶 

・人事発令通知書の交付 

・自己紹介 

・つくば市文化芸術推進基本計画の構成について 

・つくば市文化芸術推進の基本的方向について 

第 3 回審議会 平成 30 年 11 月 6 日 

・開会 

・文化芸術に関する市民意識調査中間報告 

・基本計画の主要施策について 

・基本計画の実現に向けた推進体制について 

・つくば市文化芸術振興基本条例の改正について 

・今後のスケジュールについて 

第 4 回審議会 平成 30 年 12 月 4 日 

・開会 

・基本計画の最終確認について 

・つくば市文化芸術振興基本条例の改正について 

・今後のスケジュールについて 
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 当資料は「文化芸術市民意識調査報告書」の主要な内容について編集したものです。

報告書はつくば市ホームページ、文化芸術課及び各地域交流センターにて閲覧できます。
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②日頃の文化芸術の鑑賞

や体験活動

日頃の文化芸術活動の状況について、その種類、頻度、活

動場所等について整理し傾向をはかるもの。

③文化芸術に関する現状

認識・評価

文化芸術に関する現状の満足度や、各施策の今後の重要度

等についての意識調査をまとめ、基本計画の指標とする。

④個別の施策に対する現

状・評価

情報入手方法や子どもとの関わり等について、現状と市民

の意識を調査し、今後の個別施策の参考とするもの。

※「概要版」では計画全般に関わる内容として、①～③を中心に取り上げます。

（３）調査結果

①回答者属性 
○性別：男性 42.1％ 女性 57.9％ 

○年齢           ○職業 

3.4%

19.8%

3.9%

17.0%

14.3%

1.1%

4.3%

36.2%

その他

無職

学生
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パート・アルバイトなど

農林業
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10代
0.7%

20代
7.7%
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３．文化芸術市民意識調査報告書（概要版） 

住民基本台帳に基づく 18 歳以上のつくば市民 2,500 名（無作為抽出）
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  ○鑑賞・体験活動の頻度 

「鑑賞頻度」は「年に数回」が 79.5％となっており、平成 24年度（前回）調査の

比較でも大きな差は見られないが、「体験頻度」については何らかの体験活動をし

ている回答率が 67.1％と前回比 45.6ポイント増加し、体験活動をしていない割合

が大幅に減少している。 

過去１年間における文化芸術の鑑賞・体験活動の頻度

  ○文化芸術の鑑賞・体験を行っていない理由について 

  それぞれ「時間がない」の割合が鑑賞は 47.2％、体験は 48.4％と最も高く、次い

で「興味がない」の割合が鑑賞は 29.2％、体験は 32.9％と高くなっている。 
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○居住年数 ○居住地区 

②日頃の文化芸術の鑑賞や体験活動について 

 ○鑑賞・体験活動の有無 

 「鑑賞活動」では『映画館等での「映画（アニメ以外）」』が 55.3％、次いで『美術

館での「美術」』、『ホール等での音楽』等が高い回答率である一方、「体験活動」では

「どれも行っていない」が 47.3％と最も高い回答率となっている。 

1年未満

0.3%
1年以上5年未満

10.0%

5年以上10年未満

12.2%

10年以上15年未満

10.8%

15年以上20年未満

7.9%

20年以上

58.8%

10.5%

31.4%

10.5%

8.6%

10.3%

14.5%

6.0%

8.2%

ＴＸ沿線地区

研究学園地区

茎崎地区

筑波地区

桜地区

谷田部地区

豊里地区

大穂地区

48.5

16.1

8.7 11.0

40.5

8.4

55.3

23.0

3.9

15.5
11.2

2.0 3.4 1.5

16.6 17.1

1.0 0.0

10.2

47.3

0%

20%

40%

60%

過去１年間における文化芸術の鑑賞・体験活動の有無（複数回答可）

鑑賞

体験

美
術
館
等
で
の

「
美
術
」

ホ
ー
ル
等
で
の

「
演
劇
」

ホ
ー
ル
等
で
の

「
舞
踊
」

ホ
ー
ル
等
で
の

「
芸
能
」

ホ
ー
ル
等
で
の

「
音
楽
」

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
等
で
の

「
生
活
文
化
」

映
画
館
等
で
の

「
映
画

（
ア
ニ
メ
以
外
）
」

映
画
館
等
で
の

「
ア
ニ
メ
作
品
」

そ
の
他

ど
れ
も
行
っ
て
い
な
い

24



  ○鑑賞・体験活動の頻度 

「鑑賞頻度」は「年に数回」が 79.5％となっており、平成 24年度（前回）調査の

比較でも大きな差は見られないが、「体験頻度」については何らかの体験活動をし

ている回答率が 67.1％と前回比 45.6ポイント増加し、体験活動をしていない割合

が大幅に減少している。 

過去１年間における文化芸術の鑑賞・体験活動の頻度

  ○文化芸術の鑑賞・体験を行っていない理由について 

  それぞれ「時間がない」の割合が鑑賞は 47.2％、体験は 48.4％と最も高く、次い

で「興味がない」の割合が鑑賞は 29.2％、体験は 32.9％と高くなっている。 

29.2

47.2

18.6 19.9 20.5

11.8 11.2
8.1

32.9

48.4

21.9 22.6

14.2
8.4 9.0 5.2

0%

20%

40%

60%
鑑賞・体験を行っていない理由（複数回答可）

鑑賞

体験

0.8

2.6
3.2

11.6

3.2

17.4

14.3

35.5

78.5

32.9

平成24年度
（前回）

平成30年度

【体験】
ほぼ毎日

週に１～２回くらい

月に１～２回くらい

年に数回

していない

0.2

0.4
1.5

0.8

13.1

14.0

81.2

79.5

4.0 

5.2 

0%　　　　　　　 20%　　　　　　 40%　　　　　    60%　　　　　　 80%　　　　　　100%

0%　　　　　　　 20%　　　　　　 40%　　　　　    60%　　　　　　 80%　　　　　　100%

平成24年度
（前回）

平成30年度

【鑑賞】
ほぼ毎日

週に１～２回くらい

月に１～２回くらい

年に数回

していない

興
味
が
な
い

時
間
が
な
い

魅
力
の
あ
る
催
し
が
な
い

情
報
が
な
い

会
場
が
近
く
に
な
い

交
通
が
不
便

料
金
が
高
い

そ
の
他

25



なお、「つくば市の文化芸術振興の現状の満足度」は、「基本計画」の施策全体の成

果を判断する評価指標として活用します。（Ｐ.18 Ⅴ章２「計画の指標」参照）  

  基本計画指標と市民意識調査選択肢の対応 

肢択選標指

Ｂ・Ａ充拡の会機るす接に術芸化文

すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり Ｃ 

Ｄ用活と成育の材人るす資に術芸化文

Ｅ展発・承継の統伝たい付根に域地

Ｆ興振の術芸化文るよに生共化文多

Ｇ興振の術芸化文たし合融と学科

Ｈ出創のンョシーベノイるよに術芸化文

Ｉ興振の術芸化文るよに生共のと然自

Ｋ・Ｊ成形のムーォフトッラプ

Ｌ用活と備整の設施化文

文化芸術情報の収集と提供 Ｍ 

○つくば市の文化芸術振興に今後重要なこと 

「文化芸術に関する情報が充実している」について、「非常に重要」が「やや重要」

を合わせた「重要」側の評価が 73.2％、「文化芸術施設が整っている」が 74.2％、

「優れた舞台公演や作品展示などが行われている」が 72.4％であり、「現状の満足

度」との相関関係がうかがえる。 
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非常に重要 やや重要 あまり重要ではない まったく重要ではない わからない

M：文化芸術に関する情報が充実している

L：文化芸術施設が整っている

K：それぞれの文化芸術活動が連携している

J：日々の暮らしの中で、文化芸術の創造がなされている

I：自然環境や景観と文化芸術活動が連携している

H：文化芸術を活かし、観光や産業が活発な状況にある

G：ITなど先端技術を活かした文化芸術活動が取り組まれている

F：文化芸術を通じた国際交流が取り組まれている

E：伝統的な文化芸術の保存・活動がされている

D：文化芸術に関する人材の育成がされている

C：文化芸術活動が幅広い世代で取り組まれている

B：文化芸術に関する市民活動が盛んに取り組まれている

A：優れた舞台公演や作品展示などが行われている

③文化芸術に関する現状認識・評価

  ○つくば市の文化的水準 

  つくば市の文化的水準については「普通」が 31.4％、「非常に高い」「やや高い」

を合わせた評価は 26.4％、「非常に低い」「やや低い」を合わせた評価は 22.5％と

なり、「高い」評価と「低い」評価がほぼ同じ割合となっている。 

○つくば市の文化芸術振興の現状の満足度 

全体的に「わからない」という回答が多い中「文化芸術に関する情報が充実してい

る」について「やや不満」「非常に不満」を合わせた「不満」側の評価が 41.4％、

「文化芸術を活かし、観光や産業が活発な状況にある」が 35.9％、「文化芸術施設

が整っている」が 35.6％と比較的高くなっている。 
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L：文化芸術施設が整っている

K：それぞれの文化芸術活動が連携している

J：日々の暮らしの中で、文化芸術の創造がなされている

I：自然環境や景観と文化芸術活動が連携している

H：文化芸術を活かし、観光や産業が活発な状況にある

G：ITなど先端技術を活かした文化芸術活動が取り組まれている

F：文化芸術を通じた国際交流が取り組まれている

E：伝統的な文化芸術の保存・活動がされている

D：文化芸術に関する人材の育成がされている

C：文化芸術活動が幅広い世代で取り組まれている

B：文化芸術に関する市民活動が盛んに取り組まれている

A：優れた舞台公演や作品展示などが行われている
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なお、「つくば市の文化芸術振興の現状の満足度」は、「基本計画」の施策全体の成

果を判断する評価指標として活用します。（Ｐ.18 Ⅴ章２「計画の指標」参照）  

  基本計画指標と市民意識調査選択肢の対応 

肢択選標指

Ｂ・Ａ充拡の会機るす接に術芸化文

すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり Ｃ 

Ｄ用活と成育の材人るす資に術芸化文

Ｅ展発・承継の統伝たい付根に域地

Ｆ興振の術芸化文るよに生共化文多

Ｇ興振の術芸化文たし合融と学科

Ｈ出創のンョシーベノイるよに術芸化文

Ｉ興振の術芸化文るよに生共のと然自

Ｋ・Ｊ成形のムーォフトッラプ

Ｌ用活と備整の設施化文

文化芸術情報の収集と提供 Ｍ 

○つくば市の文化芸術振興に今後重要なこと 

「文化芸術に関する情報が充実している」について、「非常に重要」が「やや重要」

を合わせた「重要」側の評価が 73.2％、「文化芸術施設が整っている」が 74.2％、

「優れた舞台公演や作品展示などが行われている」が 72.4％であり、「現状の満足

度」との相関関係がうかがえる。 
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非常に重要 やや重要 あまり重要ではない まったく重要ではない わからない

M：文化芸術に関する情報が充実している

L：文化芸術施設が整っている

K：それぞれの文化芸術活動が連携している

J：日々の暮らしの中で、文化芸術の創造がなされている

I：自然環境や景観と文化芸術活動が連携している

H：文化芸術を活かし、観光や産業が活発な状況にある

G：ITなど先端技術を活かした文化芸術活動が取り組まれている

F：文化芸術を通じた国際交流が取り組まれている

E：伝統的な文化芸術の保存・活動がされている

D：文化芸術に関する人材の育成がされている

C：文化芸術活動が幅広い世代で取り組まれている

B：文化芸術に関する市民活動が盛んに取り組まれている

A：優れた舞台公演や作品展示などが行われている
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 資料№６  

令和元年度つくば市文化芸術審議会での意見 

 

 平成30年度に策定した「つくば市文化芸術推進基本計画」の実現にむけて、令和

元年度審議会を継続開催し、意見を収集した。 

 

１ 文化芸術創造拠点の形成（廃校利用）について 

 地元の人とのコンセンサスは必須 

 専門性を持った団体や組織が運営するべき。ソフト面にハード面が耐えられ

るかが鍵 

 隔離された施設より、人の出入りがある施設が望まれる。 

 アートだけでなく科学や観光、教育などと連携し、他の廃校や施設とも繋が

るような取り組みをしていくべき。 

 ディレクターがきちんとプログラムを作りプロジェクトとして様々なこと

を展開できると良い。 

 

２ 「新たな支援制度の構築」について 

 まずは、採択する側（市）の制度を整えることが必要 

 最低でも１人、専門のプログラムオフィサーをおくべき。 

 市の補助金や助成金は、申請方法が煩雑なわりに支援額が少ない印象である。

効率化すべき。 

 ただお金を渡すのではなく、採択した側（市）が事業に対してアドバイスや

支援をしていくべき。 

 資金を市ではなく他団体から持ってくることも考えては。例えば研究所の研

究費や、企業など相互にメリットがあれば支援を得られる可能性がある。 

 

 

３  「プラットフォームの構築」について 
 専門性の高い人、地元のことをよく知っている人、ネットワークを持ってい

る人などが好ましい。 

 個人ではなく、複数人や、団体にディレクションしてもらうのもありでは。 

 候補地の決定、ディレクターを決める時期、試行事業等、スケジュールの順

番を整理すべき。 

 拠点設立の目的を明確にして、継続的に事業を動かしていくような仕組みを

作るべき。 
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令和３年度
第１回つくば市文化芸術
審議会

参考資料

つくば駅

約12～18km
（車で20～30分）

①田水山小学校

②北条小学校

③筑波小学校

③田井小学校

拡大すると

「文化芸術創造拠点」の候補地の位置関係
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① 田水山小学校

建築物概要

施設名 教室棟 体育館

建築年 平成７年 昭和57年

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造

階数 地上３階 地上２階

延床面積 2,510㎡ 776㎡

耐震性能 新耐震 新耐震

既存利用 特になし
学校開放、

指定避難所

敷地情報

所在地 水守620

敷地面積 11,777㎡

区域区分 市街化調整区域

用途地域 指定なし

建蔽率/容積率 60％／200％

「文化芸術創造拠点」の候補地

② 北条小学校

建築物概要

施設名 教室棟 体育館

建築年 昭和53年 昭和55年

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造

階数 地上３階 地上２階

延床面積 2,392㎡ 875㎡

耐震性能 Is値 0.58 Is値 0.51

既存利用 特になし 指定避難所

敷地情報

所在地 北条1077

敷地面積 14,346㎡

区域区分 市街化区域

用途地域 第一種中高層

建蔽率/容積率 60％／200％

「文化芸術創造拠点」の候補地
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③ 筑波小学校

建築物概要

施設名 教室棟 体育館

建築年 昭和50年 昭和56年

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造

階数 地上３階 地上２階

延床面積 2,274㎡ 658㎡

耐震性能 Is値 0.66 Is値 0.42

既存利用 特になし 投票所

敷地情報

所在地 国松1400

敷地面積 7,541㎡

区域区分 市街化調整区域

用途地域 指定なし

建蔽率/容積率 60％／200％

「文化芸術創造拠点」の候補地

④ 田井小学校

建築物概要

施設名 教室棟 体育館

建築年 昭和52年 昭和57年

構造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造

階数 地上３階 地上２階

延床面積 2,109㎡ 732㎡

耐震性能 Is値 0.49 新耐震

既存利用 特になし
学校開放、指定避

難所、投票所

敷地情報

所在地 神郡1200

敷地面積 14,011㎡

区域区分 市街化調整区域

用途地域 指定なし

建蔽率/容積率 60％／200％

「文化芸術創造拠点」の候補地
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新耐震基準・旧耐震基準

用語 要件

新耐震基準（1981年６月～） 震度６強～７程度の揺れでも建物が倒壊しない

旧耐震基準（上記以前） 震度５強 程度の揺れでも建物が倒壊しない

新耐震基準では、建物が一定の保有水平力を有しているか否かを検討するように規定されている。
しかし、旧耐震基準の建物は現在のものと設計法が異なっているため、保有水平耐力で耐震性能を図る

ことが難しくなる。そこで重要になるのが耐震診断結果の「Is値」である。

Is値

数値 基準

Is＜0.3 震度６強～７程度の地震に対して、倒壊または崩壊する危険性が高い

0.3≦Is＜0.6 震度６強～７程度の地震に対して、倒壊または崩壊する危険性がある

0.6≦Is 震度６強～７程度の地震に対して、倒壊または崩壊する危険性が低い

地震力に対する建物の強度・靭性を考慮し算出
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会 議 録 

会議の名称 令和３年度第２回つくば市文化芸術審議会 

開催日時 令和３年（2021 年）11 月８日 開会 14:00 閉会 16:30 

開催場所 旧田水山小学校 ほか 

事務局（担当課） 市民部文化芸術課 

出

席

者 

委員 

（計 11 名） 

小久保貴史、神谷大蔵、鈴木富士雄、野中勝利、 

田中佐代子、小澤慶介、田中秀夫、宇津野茂樹、 

根津陽子、矢島祐介、山中周子 

その他 

（計１名） 
牟田都市計画部公有地利活用推進課係長 

事務局 

（計７名） 

横田市民部長、稲葉市民部次長、日下文化芸術課長、 

矢口同課長補佐兼係長、加藤同主任、田山同主任、 

吉野同主事 

公開・非公開の別 □公開 ■非公開 □一部公開 傍聴者数 ― 

非公開の場合はその理由 つくば市情報公開条例第５条第５号に該当するため 

議題 「文化芸術創造拠点」の候補地 

会議録署名人  確定年月日  年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 候補地見学会 

３ 議事 

４ その他 

５ 閉会 

・候補地の見学後に審議が行われ、「文化芸術創造拠点」の候補地は旧田水

山小学校となった。 

・次回開催予定日：令和４年（2022 年）１月 26 日（水）13 時から 
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